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小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金

楠

本

美

智

子

は

じ

め

先
に
分
析
・
紹
介
し
た
豊
後
日
田
の
千
原
家
町
文
政
期
末
以
降
貸
付
業
に
経
営
の
主
力
を
お
き
、
天
保
年
聞
に
急
成
長
を
遂
げ
、
広

瀬
家
と
共
に
日
田
金
を
代
表
す
る
商
人
と
な
っ
た
。
そ
の
貸
付
対
象
は
大
名
、
農
民
、
商
人
と
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
が
、
そ
の
経
営
の
あ

り
方
に
広
瀬
家
と
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
広
瀬
久
兵
衛
は
府
内
藩
・
対
馬
藩
田
代
領
・
福
岡
務
等
で
単
に
大
名
貸
す
る
だ
け
で
な
く
、
財

政
改
革
に
参
加
し
て
積
極
的
に
日
田
金
を
活
用
し
、
そ
の
手
腕
で
も
っ
て
成
果
を
あ
げ
る
な
ど
稀
有
な
存
在
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
一
方

千
原
家
の
貸
付
の
あ
り
方
は
そ
の
他
の
日
田
商
人
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
金
子
を
融
通
し
て
利
子
を
得
る
の
み
で
、
貸
付
対
象
と
す

る
藩
の
政
策
に
参
加
す
る
乙
と
は
な
か
っ
た
。
千
原
家
の
経
営
の
あ
り
方
が
地
味
な
存
在
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
れ
ま
で
広
瀬
家
に
比
べ
て

研
究
が
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
千
原
家
が
嘉
永
七
年
に
譜
代
大
名
で
あ
る
小
笠
原
小
倉
藩
の
御
用
達
と
な
り
、
銀
主
と
し
て

第
二
次
長
州
征
伐
の
前
年
ま
で
融
資
を
続
け
た
産
物
会
所
と
安
政
の
改
革
、
並
び
に
千
原
家
の
小
倉
藩
へ
の
融
資
状
況
に
つ
い
て
述
べ
る

乙
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

殊
に
譜
代
小
倉
藩
は
嘉
永
六
年
の
対
外
関
係
の
緊
迫
化
を
契
機
と
し
て
軍
備
増
強
策
を
と
り
、
元
治
元
年
・
慶
応
二
年
の
長
州
征
伐
等

幕
末
の
混
乱
の
中
で
日
田
郡
代
と
特
に
緊
密
な
関
係
を
持
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
中
で
小
倉
務
御
用
達
を
務
め
た
千
原
家
の
存
在
意
義
は

小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
〈
楠
本
）

七
九



小
倉
藩
の
産
物
会
肋
と
日
田
金
ハ
楠
本
〉
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大
き
い
。

千
原
家
の
経
営
と
小
倉
藩

千
原
家
の
「
店
卸
帳
」
（
第
1
表
）
を
見
る
と
、
天
保
期
で
急
成
長
し
た
経
営
は
嘉
永
か
ら
安
政
期
に
か
け
て
落
込
み
、
純
益
が
マ
イ

ナ
ス
に
な
る
年
が
続
く
（
嘉
永
二
・
三
・
五
・
六
、
安
政
一
二
一
・
四
）
。
安
政
二
年
の
店
卸
有
前
（
自
己
資
本
）
が
そ
の
頃
の
最
低
を

示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
貸
付
金
が
急
増
し
て
資
産
も
増
し
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
程
の
純
益
が
安
政
五
年
か
ら
慶
応
二
年
ま
で
続
い

て
い
る
。
殊
に
文
久
元
年
に
は
八
二
四
貫
目
余
（
一
九
文
銭
）
と
「
店
卸
帳
」
を
通
し
て
最
高
の
純
益
が
あ
が
っ
て
い
る
。
「
店
卸
帳
」

は
毎
年
正
月
に
作
成
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
年
の
「
店
卸
帳
」
は
そ
の
前
年
度
分
の
経
営
を
表
わ
し
て
お
り
、
「
店
卸
帳
」
で
み
る
限
り
、

千
原
家
の
経
営
状
態
が
良
か
っ
た
の
は
安
政
二
・
四
年
か
ら
慶
応
元
年
ま
で
と
い
う
と
と
に
な
る
。
丁
度
乙
の
期
間
は
、
千
原
家
が
小
倉

藩
御
用
達
に
な
っ
て
産
物
会
所
の
銀
主
を
引
請
け
て
か
ら
産
物
会
所
が
路
止
さ
れ
る
ま
で
の
時
期
と
一
致
し
て
い
る
。
嘉
永
期
の
金
融
業

の
低
迷
期
を
の
り
き
る
の
に
、
千
原
家
に
と
っ
て
小
倉
藩
へ
の
貸
付
が
大
き
な
プ
ラ
ス
と
な
っ
た
と
と
に
な
る
。

乙
の
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
、
千
原
家
の
小
倉
藩
へ
の
貸
付
状
態
を
貸
付
金
を
詳
細
に
書
上
げ
た
「
仕
入
帳
」
で
見
て
み
る
（
第
2

表
）
。
乙
の
表
の
作
成
に
当
っ
て
、
小
倉
本
藩
へ
の
貸
付
を
「
小
倉
役
場
」
と
し
、
支
藩
千
束
藩
を
「
小
倉
分
家
」
と
し
た
。
家
臣
へ
の

大
口
貸
付
は
「
小
倉
役
場
」
の
中
に
入
れ
、
小
口
貸
付
は
省
略
し
た
。
「
万
屋
・
柏
木
・
堤
」
は
産
物
会
所
を
機
能
さ
せ
た
中
心
的
商
人

で
、
乙
乙
で
は
彼
ら
へ
の
貸
付
を
一
つ
に
纏
め
た
。
「
蔵
本
」
は
小
倉
城
下
の
商
人
で
、
日
田
御
用
達
を
引
請
け
て
い
い
円
か
で
、
特
別
に

一
項
を
設
け
た
。
そ
の
外
は
郡
毎
に
纏
め
た
。

千
原
家
の
小
倉
藩
へ
の
最
初
の
貸
付
は
文
政
一

O
年
で
額
は
少
な
い
。
領
内
の
商
人
に
対
し
て
は
、
蔵
本
彦
六
に
天
保
期
よ
り
飛
脚
賃

を
抵
当
に
貸
す
な
ど
少
額
の
取
引
き
が
あ
り
、
農
民
に
対
し
て
も
天
保
一
四
・
弘
化
元
年
に
上
毛
郡
内
に
各
一

O
O両
、
嘉
永
元
年
田
川

郡
内
に
一
五
両
、
同
二
年
仲
津
郡
内
に
一

O
O両
と
い
っ
た
具
合
に
件
数
も
額
も
ま
だ
少
な
い
。
そ
れ
ら
が
急
増
す
る
の
は
役
場
に
対
し
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小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
繍
本
〉

千原家より借入れ高〈仕入帳より）

万柏堤木屋 蔵本 上毛郡 仲津郡 京郡郡 田川郡 築城郡
役場分家

金 100両0 
両 両 阿 戸IT 両 両 両 両

嘉永1 15 15 

2 1800 100 

3 2150 

4 3200 

5 2700 

6 2500 1000 1000 685 

安政1 4500 2400 350 885 

2 4250 800 5600 50 910 

3 3000 500 6440 650 1525 300 

4 3000 500 12650 10 500 655 600 

5 2000 500 14300 10 700 3470 

6 500 14950 120 1200 1400 

万延1 500 20900 20 120 300 1223 

文久1 1200 800 16400 20 190 1500 717t 

2 800 27600 420 1540 2150 

3 1000 800 27130 30 483 100 1638 

元治1 1617 22170 310 50 

慶応1 3700 6610 530 100 1200 

2 1000 600 300 6000 320 

3 620 500 1328 1947 1429 

明治1 1300 3720 500 

2 4000 200 50 

3 14800 1500 

第2表

J¥ 

て
は
安
政
一
・
二
年
で
あ
り
、
農

民
、
商
人
に
対
し
て
は
嘉
永
六
年

か
ら
で
あ
る
。
特
に
小
倉
の
特
権

商
人
万
屋
助
九
郎
、
柏
木
勘
八

郎
、
堤
平
兵
衛
の
三
商
人
へ
の
貸

付
総
額
は
安
政
元
年
以
降
年
々
増

加
し

そ
の
増
加
傾
向
は
文
久

年
ま
で
続
い
て
元
治
元
年
に
少
し

落
ち
、
慶
応
元
年
に
は
極
端
に
少

な
く
は
っ
て
、
同
二
・
三
年
に
は

全
く
な
く
な
る
。
そ
の
額
も
安
政

四
年
に
は
一
万
両
を
超
え
、
文
久

一一i
元
治
元
年
に
至
っ
て
は
毎
年

二
万
両
を
超
え
て
い
る
。
乙
れ
に

対
し
小
倉
役
場
へ
の
貸
付
は
安
政

一
・
二
年
に
増
加
し
た
の
み
で
、

そ
れ
以
後
は
嘉
永
期
と
ほ
ぼ
同
じ

か
、
又
は
全
く
貸
付
金
の
な
い
年

が
あ
る
。
こ
れ
は
小
倉
役
場
の
肩



千原家より借入れ残高（店卸帳より〉

小倉 小倉
万柏堤屋木 蔵本 上毛君jl仲津郡 京都郡 田川郡 築城郡

役場 分家

銀賞匁 賞匁 民匁 貫匁 貫匁 民匁 貫匁 llt 匁 貫匁

嘉永1 38 3 780 

2 44 500 945 

3 65 850 900 

4 62 350 675 1 

5 96 850 450 1 

6 96 225 

安政1 108 60 135 60 48 660 

2 141 144 45 47 623 

3 168 30 180 3 80 300 

4 108 30 288 21 117 480 18 

5 108 30 490 500 600 3 75 300 

6 90 30 498 600 6 144 100 

万延l 30 609 3 600 227 602 

文久1 30 438 1 200 3 600 264 710 

2 60 48 570 1 200 9 600 18 250 725 

3 48 1014 24 600 65 400 84 700 

元治1 37 500 48 1362 1 800 30 960 6 136 380 

慶応1 99 600 48 1126 200 1 800 30 600 3 150 900 

2 211 680 48 1044 600 5g 640 26 800 309 537 

3 616 512 48 309 40 714 41 600 360 119 142 

明治1 645 492 30 309 580 73 114 80 125 106 127 

2 390 48 309 580 149 794 162 415 530 714 

3 868 963 306 458 794 153 647 

4 1180 877 150 180i 95 794 090 138 289 

第3表

小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
楠
本
）

※匁以下は省略した。

代
わ
り
を
産
物
会
所
引
請

け
の
三
商
人
が
し
て
い
た

た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
「
店
卸
帳
」
〈
第
3
表）

で
慶
応
二
年
か
ら
三
年
に

か
け
て
小
倉
役
場
に
銀

一
一
貫
目
余
り
あ
っ
た
残

高
が
六
一
六
貫
目
余
り
に

急
増
し
、

一O
四
四
貫
目

余
り
あ
っ
た
三
商
人
の
践

高
が
三

O
九
貫
目
と
ほ
ぼ

1
7
に
減
額
し
て
い
る
乙
と

に
よ
っ
て
、
商
人
の
分
が

小
企
役
場
に
移
行
し
て
い

る
も
の
と
推
測
で
き
る
。

慶
応
元
年
に
中
止
さ
れ
た

産
物
会
所
の
精
算
が
同

年
に
行
わ
れ
た
た
め
で
あ

’hv

。

J¥ 



八
四

小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
間
金
（
楠
本
）

一
つ
は
、
嘉
永
二
年
に
滞
っ
て
い
た
小
倉
米
七
ニ

O
石
を
千
原
家
が
献

さ
て
、
小
倉
藩
と
千
原
家
を
結
び
つ
け
た
要
因
を
考
え
る
と
、

上
し
た
こ
と
に
よ
り
五
人
扶
持
を
も
ら
っ
て
い
た
乙
勺
ニ
つ
に
は
、
万
屋
と
千
原
家
の
取
引
が
あ
っ
た
と
と
が
考
え
ら
れ
る
。

次
に
千
原
家
と
万
屋
が
取
引
を
始
め
る
に
至
っ
た
史
料
を
掲
げ
る
。

大
坂
行
諸
荷
物
運
賃
飴
〉銀

二
匁
五
分
宛

一
生
蝋

壱
丸
ニ
付

一
半
切
紙
壱
丸
ニ
付

壱
俵
ニ
付

一
葛
一
椎
た
け
一
篭
ニ
付

一
竹
の
皮
目
方
十
メ
目

蜜

壱
挺
ニ
付

一
玉
子

壱
龍
ニ
付

〆

グ
一
匁
八
分
ツ
h

p

壱
匁
六
分
ツ
』

グ
四
匁
ツ
h

ニ
包
匁
八
分
ツ
』

ニ
ニ
匁
ツ
』

グ
二
匁
ツ
』

右
運
賃
之
内
，
S
冥
加
銀
其
外
諸
か
h

り
も
の
一
切
可
致
事

一
下
ノ
関
送
り
半
切
一
丸
に
付

壱
本
ニ
付

一
繰
綿
下
り
運
賃

一
赤
穂
塩
下
り
運
賃
一
俵
ニ
付

〆

丁
銭
百
拾
文

銀
弐
匁

同
弐
分

右
之
通
中
津
振
A
口
通
申
極
置
候
、
以
上

為
登
荷
物
引
請
申
極
之
事



内
荷
》

日
国
産
物
諸
荷
物
之
儀
ハ
是
迄
中
津
下
小
路
浦
ニ
御
附
出
相
成
候
慮
、
字
ノ
嶋
為
繁
昌
同
所
へ
諸
落
物
御
附
被
下
候
得
ハ
拙
者
共
両
人

ニ
市
御
荷
物
引
諦
、
諸
事
御
弁
利
ニ
相
成
候
様
取
斗
可
申
段
及
御
頼
談
候
慮
、
御
納
得
被
下
、
此
節
ぷ
御
荷
物
御
附
出
被
下
候
ニ
付
市

者
、
大
坂
井
瀬
戸
内
・
下
関
船
積
運
賃
之
儀
ハ
右
之
通
申
極
置
候
事

（
以
下
略
）

こ
れ
は
嘉
永
五
年
二
月
の
乙
と
で
あ
る
。
従
来
日
国
産
物
諸
荷
物
は
中
津
下
小
路
捕
に
付
出
さ
れ
て
い
た
が
、
諸
事
便
利
に
な
る
よ
う

取
計
う
の
で
、
今
後
は
字
嶋
の
万
屋
助
九
郎
、
助
右
衛
門
兄
弟
に
引
請
け
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
日
田
商
人
に
依
頼
し
た
と
乙
ろ
納
得
し

た
。
そ
乙
で
、
大
坂
並
び
に
瀬
戸
内
・
下
関
船
積
運
賃
は
中
津
の
商
人
引
請
の
場
合
と
同
様
に
す
る
等
の
取
極
め
を
し
た
。
乙
れ
は
千
原

家
の
み
で
な
く
豆
田
・
隈
荷
主
宛
と
な
っ
て
い
る
と
と
か
ら
、

ζ

の
後
多
く
の
日
田
諸
産
物
が
字
嶋
経
由
で
積
出
さ
れ
た
こ
と
と
思
う
。

「
千
原
家
日
記
」
の
同
年
四
月
四
日
の
条
に
「
鵜
の
嶋
万
屋
助
九
郎
殿
方
へ
今
日
始
而
生
蝋
出
ス
」
と
あ
り
、
又
同
年
一
一
月
二
日
に
は

「
万
屋
助
九
郎
へ
備
後
表
四
拾
枚
注
文
致
、
四
匁
七
八
分
位
之
処
、
当
冬
中
欺
来
正
月
迄
着
致
候
得
ハ
可
宜
段
申
遺
置
」
と
あ
っ
て
、
万

屋
へ
の
荷
物
の
依
頼
が
始
ま
っ
た
。

小
倉
藩
の
特
権
商
人
万
屋
と
日
田
金
の
千
原
家
と
が
結
び
つ
く
と
と
に
よ
っ
て
、
千
原
家
に
と
っ
て
は
そ
れ
ま
で
低
迷
を
続
け
て
い
た

経
営
状
態
か
ら
小
倉
藩
へ
の
大
口
の
資
金
融
通
の
道
が
聞
け
、
又
小
倉
領
内
の
農
民
・
商
人
へ
の
融
資
が
増
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
幕
末
に
お
け
る
大
名
貸
の
危
険
性
を
考
え
る
と
千
原
家
に
と
っ
て
は
大
き
な
賭
で
あ
っ
た
。
又
一
方
、
万
屋
に
と
っ
て
も

弘
化
か
ら
嘉
永
期
に
か
け
て
は
経
営
不
振
の
時
期
で
あ
っ
た
。
嘉
永
二
年
、
「
近
年
者
旅
船
入
津
無
数
売
買
不
繁
昌
ニ
相
成
」
と
宇
嶋
港

に
活
況
が
な
く
、
同
四
年
三
月
に
は
、
万
屋
は
大
坂
の
尼
崎
屋
勘
兵
衛
よ
り
生
蝋
出
入
の
件
で
訴
え
ら
れ
勺
つ
ま
り
、
天
保
一
四
年
に

尼
崎
屋
は
万
屋
に
仕
入
銀
と
し
て
銀
一
六
貫
一
二
五
匁
を
月
九
朱
の
利
率
で
先
貸
し
た
が
、
差
引
残
銀
が
二
四
貫
一
五
五
匁
一
分
四
厘
滞

っ
て
い
る
と
の
訴
え
で
あ
る
。
又
同
五
年
一
二
月
に
は
小
倉
藩
よ
り
国
産
方
拝
借
金
の
上
納
を
仰
付
け
ら
れ
た
が
、
「
先
年
の
御
用
借
・
両

替
元
被
仰
付
都
而
他
借
金
ヲ
以
仕
居
侯
之
所
、
札
両
替
等
も
相
止
」
み
難
渋
し
て
い
る
の
で
勘
弁
し
て
ほ
し
い
と
の
願
を
万
屋
よ
り
出
し

小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
橋
本
）

｝＼ 
五



小
倉
務
の
産
物
会
所
と
日
田
金
〈
楠
本
）

旬、、－、、
ノ
」
ノ

勺
結
局
こ
れ
は
安
政
元
年
に
七

0
ヶ
年
賦
と
な
り
、
毎
年
三
七
九
匁
余
を
納
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
万
屋
の
経
営
の
低
迷
期
に
中
津
下
小
路
浦
の
商
人
等
の
中
に
割
込
み
、
日
田
商
人
等
と
諸
産
物
の
運
送
契
約
が
出
来
た
こ

と
は
、
万
屋
の
経
営
の
立
直
し
に
効
を
奏
し
、
又
千
原
家
と
の
繋
り
が
出
来
た
と
と
で
日
田
金
の
融
資
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、

そ
の
後
の
万
屋
の
成
長
に
繋
が
っ
た
。
千
原
家
と
万
屋
助
九
郎
と
は
、
他
の
二
商
人
堤
平
兵
衛
・
柏
木
勘
八
郎
と
は
違
っ
た
特
別
の
関
わ

り
が
あ
っ
た
。

万
屋
に
関
す
る
史
料
が
之
し
く
そ
の
商
経
営
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
現
在
小
今
井
家
に
残
さ
れ
た
扶
持
・
拝
領
物
等
を
書
留
め
た
史
料

に
よ
り
、
そ
の
履
歴
を
見
て
み
る
。

万
屋
は
字
嶋
に
居
住
し
て
い
る
。
そ
の
前
、
字
嶋
は
文
政
三
年
よ
り
築
港
に
か
h

り
同
九
年
に
竣
工
し
た
。
そ
し
て
「
小
祝
之
も
の
共

字
嶋
江
引
移
仰
出
」
さ
れ
移
り
住
ん
だ
。
な
か
で
も
「
亡
父
助
右
衛
門
格
別
渡
世
方
心
懸
宜
」
と
あ
り
、
万
屋
は
既
に
あ
る
程
度
の
財
を

蓄
え
て
お
り
、
又
小
倉
落
の
信
任
も
厚
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
保
七
年
に
は
許
可
を
得
て
預
り
切
手
（
私
札
）
を
発
行
し
か
叩
同
年
信

州
堀
川
工
事
の
御
手
伝
の
時
の
献
金
三
万
両
の
う
ち
、
一
万
両
を
飴
屋
（
玉
江
家
）
と
万
屋
で
引
請
け
、
同
十
年
に
は
格
式
大
庄
屋
と
な

り
、
同
十
一
年
に
は
年
貢
先
納
金
二
五

0
0
0両
の
う
ち
万
屋
が
七

O
O
O両
引
請
け
、
同
年
上
毛
郡
蔵
本
を
引
請
け
た
。
同
年
両
替
準

備
金
一
六
0
0
0両
の
う
ち
三

O
O
O両
を
万
屋
と
飴
屋
で
引
請
け
、
同
一
二
年
御
銀
主
並
と
さ
れ
、
翌
一
三
年
に
は
先
納
銀
の
利
下
げ

を
申
出
た
乙
と
に
よ
り
三
人
扶
持
を
加
増
さ
れ
て
八
人
扶
持
を
も
ら
う
と
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
本
藩
の
献
金
・
御
用
借
・
年
貢
先
納
金
等
で
多
額
の
出
金
を
な
し
、
又
支
藩
の
千
束
藩
の
勝
手
方
御
用
を
勤
め
て
三
人
扶

持
を
も
ら
う
な
ど
富
絡
な
商
人
に
成
長
し
て
い
る
。
万
屋
が
ど
の
よ
う
な
経
営
で
と
の
様
に
成
長
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
残
さ
れ
た

史
料
よ
り
推
測
し
て
み
る
。

日
田
商
人
と
の
運
賃
契
約
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
万
屋
は
生
蝋
等
北
部
九
州
の
特
産
品
を
大
坂
・
下
関
等
に
運
び
、
帰
り
に
赤
穂

塩
や
備
後
表
等
瀬
戸
内
の
特
産
品
を
持
帰
る
と
い
っ
た
隔
地
聞
の
仲
買
商
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
も
の
と
思
う
。
乙
の
と
と
が
天
保
一



O
年
に
玉
江
喜
兵
衛
と
共
に
諸
産
物
田
野
浦
引
請
世
話
方
に
任
命
さ
れ
年
縁
で
あ
ろ
う
。
又
字
嶋
で
は
水
車
を
一
軒
所
有
し
て
揚
差

し
た
り
、
近
辺
の
農
商
人
へ
小
額
の
貸
付
を
行
な
う
と
い
っ
た
貸
付
業
を
も
経
営
し
て
い
た
。
又
小
倉
藩
よ
り
両
替
元
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ

と
も
あ
っ
た
。

千
原
家
と
万
屋
と
の
取
引
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
二
年
後
の
嘉
永
七
年
六
月
二
八
日
の
「
千
原
家
日
記
」
に
、
「
御
用
達
俵
屋
藤
作
連
名

動
ニ
被
仰
付
、
御
内
役
所
詰
御
元
メ
役
松
井
政
左
衛
門
殿
ぷ
御
頼
相
成
、
尚
又
当
地
御
元
占
高
橋
古
太
夫
様
ヨ
リ
御
内
意
御
沙
汰
有
之
」

と
あ
り
、
従
来
小
倉
藩
御
用
達
で
あ
っ
た
日
田
商
人
俵
屋
藤
作
と
共
に
御
用
達
を
務
め
る
よ
う
に
小
倉
藩
よ
り
話
が
あ
り
、
日
田
郡
代
の

内
意
の
沙
汰
も
あ
っ
た
。
前
も
っ
て
小
倉
藩
と
郡
代
と
の
閣
で
話
が
つ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
千
原
幸
右
衛
門
は
七
月
二
三
日
、
小
倉

に
て
御
用
達
を
仰
付
ら
れ
た
。
俵
屋
が
既
に
御
用
達
を
務
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
更
に
融
資
能
力
の
あ
る
千
原
家
を
小
倉
藩
御
用

達
に
し
た
こ
と
は
、
従
来
の
慢
性
的
な
財
政
危
機
、
そ
れ
に
加
え
て
嘉
永
六
年
ペ
リ
l
来
航
以
後
の
軍
備
費
へ
の
出
費
増
、
九
州
諸
大
名

の
監
視
役
と
し
て
九
州
の
入
口
に
位
置
す
る
譜
代
小
笠
原
藩
の
政
治
的
立
場
、
乙
れ
ら
と
日
田
商
人
中
に
占
め
る
千
原
家
の
位
置
と
を
考

え
合
わ
せ
る
と
、
日
田
郡
代
と
小
倉
藩
の
合
意
の
上
で
の
千
原
の
御
用
達
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

御
用
達
に
は
日
田
郡
代
と
小
倉
藩
の
御
用
状
の
授
受
と
い
う
事
務
的
な
役
割
と
資
金
調
達
の
役
割
が
あ
り
、
資
金
調
達
は
千
原
家
の
資

金
の
み
な
ら
ず
、
他
の
日
田
商
人
の
資
金
の
取
纏
め
役
、
更
に
郡
代
役
所
か
ら
の
公
金
引
出
し
役
と
が
あ
り
、
重
要
な
役
割
で
あ
っ
た
。

小
倉
藩
の
千
原
家
か
ら
の
融
資
の
主
な
目
的
は
、
安
政
改
革
の
一
環
と
し
て
安
政
元
年
八
月
か
ら
始
ま
っ
た
産
物
会
所
の
運
用
資
金
で

あ
っ
た
。
そ
乙
で
次
に
小
倉
藩
の
安
政
改
革
の
概
要
を
述
べ
よ
う
。

小
倉
藩
安
政
改
革

小
倉
藩
に
お
い
て
は
嘉
永
六
年
秋
、
倹
約
令
が
出
さ
れ
、
家
中
に
掛
米
が
言
い
渡
さ
れ
た
。

当
夏
浦
賀
表
江
異
国
船
渡
来
、
時
宜
ニ
寄
直
ニ
可
及
戦
争
ニ
も
不
容
易
様
子
ニ
付
、
兼
市
御
届
ニ
相
成
候
近
海
御
手
当
御
人
数
相
揃
、

小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
楠
本
〉
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小
倉
落
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産
物
会
所
と
日
間
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本
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右
ニ
付
而
ハ
御
本
陣
御
備
第
一
之
儀
－
一
付
、
御
手
厚
ニ
御
用
意
調
練
等
も
有
之
、
尤
先
年
矢
倉
御
屋
鋪
－
一
市
御
武
器
類
焼
失
、
其
後
追

ミ
御
仕
継
も
有
之
候
得
共
、
此
度
之
御
備
立
御
武
器
御
不
足
ニ
付
、
急
ニ
出
来
大
層
之
御
入
箇
有
之
、
猶
又
異
国
船
退
帆
後
も
非
常
之

手
当
、
銘
ミ
心
弛
ミ
無
之
様
武
備
之
筋
一
図
ニ
力
を
用
ひ
可
申
旨
従
公
義
被
仰
山
山
候
御
趣
意
も
有
之
、
防
禦
御
手
当
向
御
不
覚
悟
之
次

第
有
之
候
市
者
、
御
家
之
御
口
口
御
大
切
之
御
時
節
ニ
付
、
引
続
御
用
意
有
之
、
市
ヶ
谷
御
屋
鋪
を
い
て
調
練
場
出
来
、
井
大
砲
御
鋳

立
兵
糠
御
手
当
ニ
至
迄
御
入
箇
不
少
、
此
表
ニ
於
も
御
武
器
類
御
仕
継
其
外
御
用
意
物
又
者
新
規
出
来
之
御
武
器
も
有
之
、
被
是
地
旅

御
入
箇
莫
太
之
高
ニ
及
候
、
然
ル
処
御
勝
手
向
必
至
之
御
差
支
ニ
付
、
右
御
入
用
御
操
合
不
致
出
来
、
尤
御
家
中
速
年
困
窮
之
所
、
銘

ミ
武
備
手
当
も
可
有
之
段
御
苦
労
被
遊
御
沙
汰
之
次
第
も
有
之
、
御
掛
米
等
被
仰
出
侠
義
御
不
本
意
思
召
侯
得
共
不
得
止
事
、
武
備
為

御
手
当
去
ル
成
年
之
通
当
年
御
掛
米
被
仰
出
〈
舵
（
略
）

浦
賀
港
へ
の
異
国
船
渡
来
を
契
機
に
、
諸
藩
に
お
い
て
は
よ
り
一
層
海
防
の
た
め
の
軍
備
増
強
が
叫
ば
れ
、
小
倉
藩
に
お
い
て
も
慢
性

的
な
財
政
逼
迫
の
上
に
「
近
年
打
続
御
欠
作
御
損
失
等
ニ
而
弥
御
繰
合
及
必
至
」
の
状
態
の
中
で
、
更
に
軍
備
費
の
出
費
増
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
た
め
、
十
月
に
倹
約
令
が
出
さ
れ
、
家
中
に
対
し
て
掛
米
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
掛
米
は
嘉
永
三
年
以
来
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
又
在

町
へ
は
御
用
借
が
仰
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
時
の
勝
手
方
引
受
は
小
笠
原
内
膳
で
あ
っ
た
が
、
翌
年
二
月
九
日
嶋
村
志
津
摩
に
交
代
し
て
か

ら
、
よ
り
積
極
的
な
財
政
政
策
が
と
ら
れ
た
。

4
i
 

「
永
井
家
文
書
」
の
中
に
こ
の
頃
の
農
村
の
状
況
が
伺
え
る
史
料
が
あ
る
。

覚

農
村
対
策

一
御
郡
中
高
掛
り
も
の
諸
役
目
多
之
所
ぷ
本
田
百
姓
困
窮
ニ
相
成
、
我
先
ニ
高
ヲ
減
候
ニ
付
村
ミ
村
田
多
く
、
野
分
作
荒
侠
様
相
成
候

事
一
村
ミ
役
目
壱
石
高
ニ
五
六
人
或
七
八
人
も
掛
り
、
其
上
門
役
与
申
、
高
ニ
不
拘
竃
ニ
五
六
七
八
人
宛
当
り
候
村
方
も
有
之
候
哉
之
事



一
役
目
壱
人
前
米
弐
升
宛
之
差
引
ニ
相
成
、
尤
年
中
之
当
方
少
ミ
之
不
同
有
之
候
而
も
、
秋
ニ
至
り
差
引
之
節
者
英
太
之
過
不
足
致
出

来
候
ニ
付
、
農
業
繁
多
之
時
節
ニ
而
も
、
役
目
相
動
不
申
候
市
者
過
不
足
差
引
上
納
取
組
取
立
渡
候
故
、
眼
前
之
利
ニ
迷
ひ
回
白
田
を

作
荒
候
事

一
難
儀
百
姓
役
目
出
張
之
節
者
飯
料
を
借
用
い
た
し
、
或
者
不
時
之
出
夫
又
者
現
夫
－
一
而
普
請
難
相
成
場
所
者
受
負
ニ
い
た
し
、
其
賃

銭
者
不
残
高
割
ニ
相
成
、
何
れ
も
上
納
ニ
取
組
取
立
候
ニ
付
、
右
賃
銭
様
之
も
の
ニ
而
も
一
年
之
積
大
造
ニ
相
成
候
事

一
中
己
上
之
百
姓
者
新
地
徳
田
多
く
候
故
本
田
一
両
無
数
ク
、
偶
本
田
多
く
抱
持
侯
も
の
有
之
候
得
者
、
其
村
内
ニ
而
売
買
ニ
相
成
候
畝

属
、
或
者
中
間
以
下
下
高
之
地
味
宜
敷
田
畠
又
者
内
詮
畠
成
田
等
買
求
候
之
事

一
高
持
百
姓
者
中
以
下
之
も
の
斗
ニ
而
、
勝
手
不
如
意
－
一
相
成
ニ
随
以
地
味
宜
分
者
他
へ
売
波
、
家
内
手
多
者
無
拠
野
末
之
悪
回
ま
て

本
高
ニ
引
受
作
方
致
し
候
、
村
ニ
寄
野
末
ま
て
上
ミ
旧
上
田
有
之
候
事

一
難
儀
百
姓
ニ
限
り
本
田
高
多
く
抱
持
、
新
百
姓
仕
居
申
付
候
而
も
有
付
不
申
、
次
第
－
一
人
少
－
一
相
成
候
事

一
川
土
手
破
損
之
近
辺
者
過
半
新
地
ニ
候
得
共
、
本
回
百
姓

S
普
請
為
致
候
事

一
麦
苅
語
、
根
付
、
草
手
之
時
ニ
限
り
川
筋
破
損
所
有
之
、
難
捨
置
儀
ニ
付
致
山
山
夫
、
大
切
之
時
節
を
者
っ
し
作
方
之
手
障
ニ
相
成
侯

夏

（略）

右
の
史
料
に
よ
る
と
、
中
以
上
の
百
姓
は
新
地
徳
田
が
多
く
、
中
以
下
の
百
姓
は
本
国
の
し
か
も
悪
悶
を
多
く
所
持
し
て
い
た
乙
と
が

解
る
。
村
ミ
役
目
は
一
石
高
に
五

1
八
人
、
又
竃
に
五

1
八
人
宛
掛
っ
て
諸
役
目
が
多
く
、
役
目
一
人
前
二
升
の
差
引
で
秋
の
差
引
が
莫

大
と
な
り
、
本
田
百
姓
の
困
窮
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
又
川
土
手
破
損
の
近
辺
は
過
半
は
新
地
で
あ
る
の
に
、
本
田
百
姓
よ
り
普
請
さ

せ
て
い
る
等
と
述
べ
て
役
目
改
革
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
役
目
料
を
い
か
に
し
て
減
ら
す
か
が
当
時
の
為
政
者
の
課
題
で
、
諸
役
目
が

多
い
と
乙
ろ
か
ら
困
窮
百
姓
が
増
え
て
田
畠
の
作
荒
が
進
み
、
更
に
困
窮
し
て
潰
百
姓
並
び
に
欠
落
者
が
出
来
、
乙
れ
に
よ
っ
て
百
姓
の

小
倉
孫
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
楠
本
）

｝＼ 
九



小
倉
濃
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
楠
本
）

九
0 

減
少
、
更
に
年
貢
未
進
等
に
至
る
乙
と
を
恐
れ
た
。

乙
の
時
期
に
至
る
と
最
早
年
貢
の
増
収
は
期
待
で
き
合
従
来
の
年
貢
高
を
い
か
に
し
て
保
持
し
て
い
く
か
が
課
題
で
、
そ
の
た
め
の

農
村
再
建
、
農
業
経
営
の
再
生
産
維
持
政
策
が
行
わ
れ
た
。
仲
津
郡
の
農
村
で
は
嘉
永
二
年
以
来
打
続
く
凶
作
に
年
貢
皆
済
が
で
き
ず
、

一
時
凌
ぎ
に
高
利
の
米
銀
を
借
入
れ
其
村
の
徳
田
を
質
入
れ
す
る
な
ど
し
、

あ
っ
た
。

「
終
ニ
者
亡
村
与
相
成
候
趣
も
有
之
哉
ニ
相
聞
へ
」
る
村
も

嘉
永
七
年
二
月
に
は
「
去
夏
日
干
舷
ニ
付
村
ミ
寄
早
魅
畝
多
御
座
候
所
、
莫
太
之
御
引
等
も
被
仰
付
被
下
置
候
付
、
御
蔭
を
以
御
年
貢
ハ

相
片
付
侠
得
共
、
作
喰
取
繕
不
申
、
是
迄
ハ
他
借
等
仕
相
凌
越
年
も
仕
侠
得
共
、
村
ニ
寄
当
春
御
根
付
出
来
不
仕
、
大
造
余
地
等
出
来

仕
」
に
つ
き
、
仲
津
郡
よ
り
根
付
料
並
び
に
新
百
姓
仕
居
料
の
拝
借
、
更
に
川
筋
所
々
破
損
所
の
普
請
料
の
歎
願
が
出
さ
れ
鳴
上
毛
郡

よ
り
も
札
三

O
貫
目
の
御
救
拝
借
願
が
出
さ
れ
て
お
り
、
領
内
全
体
に
問
中
魁
被
害
が
ひ
ど
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
五
月
に
は
御
根
付

拝
借
札
八

O
貫
目
が
六
郡
に
貸
渡
さ
れ
、
仲
津
郡
長
井
手
永
よ
り
出
さ
れ
て
い
た
新
百
姓
仕
居
料
一
貫
目
も
、
五
ヶ
年
賦
の
無
利
子
で
借

用
が
許
さ
れ
た
。

ζ

れ
ら
の
拝
借
金
も
、
前
述
の
役
目
料
と
共
に
農
民
の
負
担
増
の
一
要
因
と
な
っ
て
い
た
。

四
月
に
郡
代
が
二
木
弥
右
衛
門
よ
り
河
野
四
郎
に
代
わ
る
い
V
L

各
郡
大
庄
屋
に
倹
約
・
農
政
の
簡
素
化
に
対
す
る
意
見
書
を
提
出
さ
せ

た。
そ
の
中
で
問
題
に
な
っ
た
の
が
年
貢
米
の
「
御
郡
取
立
」
の
要
求
で
あ
っ
た
。
乙
れ
に
つ
い
て
更
に
大
庄
屋
中
よ
り
伺
書
の
提
出
を
求

め
種
々
協
議
し
た
結
果
、
七
月
に
各
郡
の
筋
奉
行
・
代
官
役
に
対
し
、
「
此
度
御
勝
手
向
格
別
之
御
取
締
ニ
付
、
当
秋
蔵
方
役
出
郷
相

止
、
収
納
之
儀
者
筋
奉
行
・
代
官
手
限
取
斗
被
仰
付
候
問
、
動
方
之
儀
元
メ
役
申
談
致
指
図
、
尤
支
配
下
之
向
致
一
和
、
御
為
宜
相
働
候

様
」
と
年
貢
米
の
地
方
取
立
が
決
ま
つ
い
ゆ
こ
の
地
方
取
立
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
「
御
郡
益
」
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
田
川
郡
の
場
合
、

「
米
六
拾
石
夫
柄
夫
役
共
弐
貫
七
百
目
諸
入
用
」
と
い
う
数
字
を
あ
げ
て
い
戸
製

次
に
、
遡
っ
て
五
ヶ
年
間
の
「
御
米
取
立
勘
定
諸
帳
面
類
」
等
の
帳
簿
の
検
査
が
、
家
老
嶋
村
志
津
摩
の
指
導
の
も
と
に
行
わ
れ
鴻
乙



の
帳
簿
調
べ
は
「
御
郡
内
難
儀
百
姓
共
離
散
等
い
た
し
候
儀
有
之
、
必
寛
大
圧
屋
・
圧
屋
是
迄
運
来
候
取
斗
之
次
第
不
宜
儀
も
可
有
之

お
と
村
々
定
出
米
・
臨
時
出
米
の
調
査
が
目
的
で
あ
っ
た
。
八
月
に
農
民
の
役
目
料
と
も
係
わ
る
諸
出
米
の
規
制
策
を
出
し
切

一
当
秋
以
来
、
人
別
ぷ
取
立
物
之
儀
者
差
引
帳
小
引
落
帳
共
相
止
、
都
市
取
立
本
帳
一
枚
通
限
ニ
而
皆
済
可
申
出
事

一
村
ミ
臨
時
出
米
持
添
物
之
義
極
ミ
令
省
略
、
無
余
義
分
者
検
断
を
受
候
上
壱
枚
通
ニ
詰
込
可
申
事

一
村
ミ
定
出
米
之
義
者
筋
立
候
廉
ミ
吟
味
上
之
定
式
ニ
相
極
、
見
出
米
之
分
者
可
伺
出
事

ハ
以
下
略
）

し
か
し
、
乙
の
時
点
で
は
調
査
不
十
分
で
あ
っ
た
と
み
え
て
、
翌
二
年
二
月
、
「
村
ミ
定
出
米
・
臨
時
出
米
昨
秋
遂
吟
味
候
得
共
、
差

掛
り
取
込
中
之
義
ニ
付
委
敷
行
届
不
申
、
（
略
〉
今
一
応
遂
余
議
可
申
候
」
と
翌
年
に
持
越
し
て
い
る
。
又

門
嘉
事
－
ニ
》

一
去
ル
成
年
・
8
以
前
借
財
者
、
子
年
ニ
御
仕
法
相
立
年
賦
之
ロ
ミ
、
当
一
年
休
滞
年
延
被
仰
付
候

内
皐
主
四

t
六

》

《

M
V

一
亥
子
丑
之
諸
借
元
拾
ケ
年
賦
ニ
上
納
被
仰
付
候

と
藩
か
ら
の
借
財
或
は
年
賦
の
年
延
を
行
っ
て
、
農
民
の
出
米
金
の
支
出
を
一
時
的
に
減
じ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
安
政
元
年
は
引
続

き
不
作
と
な
り
藩
よ
り
の
貸
付
札
の
返
済
は
増
え
る
一
方
で
、
難
儀
百
姓
の
減
少
に
は
繋
が
っ
て
い
な
い
。
そ
乙
で
出
米
の
内
「
人
別
共

身
体
を
遣
ひ
候
而
可
相
済
義
者
成
丈
相
働
か
せ
、
高
割
反
割
等
ニ
市
出
米
不
為
致
様
世
話
致
度
事
ニ
倹
と
仲
津
郡
筋
奉
行
は
言
い
出
さ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

乙
の
外
、
御
役
人
休
泊
賄
が
簡
素
化
さ
れ
、
閏
七
月
以
降
よ
り
実
施
さ
れ
い
官

又
村
ミ
之
内
、
「
内
諮
新
地
新
古
川
成
海
成
山
成
等
之
内
、
引
戻
可
相
成
場
所
不
申
出
族
も
数
ミ
有
之
哉
之
趣
」
に
つ
き
、
当
年
よ
り

届
出
る
様
命
じ
て
い
告

年
貢
米
の
地
方
取
立
等
を
は
じ
め
と
す
る
諸
制
度
の
改
革
、
農
民
の
負
担
増
と
な
る
諸
出
米
の
規
制
、
乙
れ
ら
を
中
心
と
し
た
農
村
再

建
策
の
実
施
が
同
年
秋
よ
り
行
わ
れ
た
が
、
地
方
取
立
は
田
川
郡
だ
け
は
安
政
三
年
よ
り
中
勾
と
な
り
、
翌
四
年
五
月
に
嶋
村
志
津
摩
と

小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
楠
本
）

九



小
倉
務
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
楠
本
〉

小
宮
四
郎
左
衛
凡
か
勝
手
方
を
免
ぜ
ら
れ
小
笠
原
織
衛
と
交
俗
ず
る
に
至
っ
て
、
年
貢
米
の
地
方
取
立
は
全
部
改
め
ら
れ
情
農
民
の
疲

弊
を
く
い
と
め
る
た
め
に
と
ら
れ
た
諸
出
米
の
規
制
も
、
打
続
く
不
作
と
重
な
っ
て
名
案
の
出
な
い
ま
与
に
終
っ
て
い
る
。

九

間
財
政
政
策

農
民
の
疲
弊
に
よ
り
年
貢
増
収
が
期
待
で
き
な
い
藩
当
局
は
、
年
貢
の
先
納
金
納
入
、
在
町
の
富
裕
層
よ
り
の
御
用
金
借
用
、
献
金
の

徴
収
、
倹
約
に
伴
な
う
役
人
の
削
減
と
い
う
消
極
的
対
策
の
み
で
な
く
、
藩
の
借
財
を
整
理
し
、
産
物
会
所
を
設
置
し
て
従
来
の
藩
営
の

蝋
板
場
経
営
を
維
持
す
る
と
共
に
、
農
民
的
商
品
生
産
物
の
流
通
を
規
制
し
て
、
流
通
段
階
よ
り
利
潤
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
積
極
策
を

展
開
し
た
。

乙
の
時
点
で
藩
の
借
財
が
ど
の
程
度
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
負
債
取
調
子
御
届
殴
で
み
る
と
、
江
戸
伏
見
屋
庄
兵
衛
に
天

明
年
間
よ
り
の
借
銀
一
七
五
五
両
が
あ
り
、
大
坂
平
野
屋
五
兵
衛
・
食
野
次
郎
右
衛
門
・
助
松
屋
忠
兵
衛
・
加
嶋
屋
久
右
衛
門
・
大
庭
屋

次
郎
右
衛
門
・
高
池
三
郎
兵
衛
・
天
王
寺
屋
伊
十
郎
に
対
し
て
、
文
政
十
三
年
以
降
滞
っ
て
い
る
銀
一
二

O
貫
目
が
あ
る
。
更
に
当
時
年
賦

支
払
い
中
の
借
銀
も
あ
る
。
乙
れ
ら
以
外
の
上
方
の
借
銀
二
万
貫
目
余
り
に
つ
い
て
小
倉
藩
は
、
安
政
元
年
よ
り
二
五

0
ヶ
年
賦
に
す
る
話

を
つ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
大
坂
の
銀
主
へ
の
借
銀
一
九
六
一
九
貫
六
七
八
匁
九
分
余
り
を
安
政
元
年
よ
り
一
ヶ
年
七
八
貫
四
七
八
匁
七
分

余
り
の
支
払
い
に
、
京
の
銀
主
へ
の
借
銀
一
一
一
一
二
貫
四
一

O
匁
一
分
余
の
借
銀
を
同
じ
く
一
ヶ
年
四
貫
五
二
五
匁
六
分
余
り
の
支
払
い

《
平
野
底
》

と
し
た
。
二
五

O
年
賦
と
い
う
の
は
事
実
上
の
借
銀
踏
倒
し
で
あ
ろ
う
。

ζ

の
銀
主
に
は
高
木
五
兵
衛
の
五
一

O
五
貫
目
余
を
は
じ
め
助

松
屋
忠
兵
衛
〈
三
二
四
O
貫
目
）
・
加
嶋
屋
久
右
衛
門
（
三
七
五

O
貫
目
）
・
大
庭
屋
次
郎
右
衛
門
・
高
池
三
郎
兵
衛
・
高
池
栄
次
郎
・

天
王
寺
屋
伊
十
郎
・
食
野
次
郎
右
衛
門
・
近
江
屋
猶
之
助
・
天
野
屋
武
兵
衛
・
播
磨
屋
仁
兵
衛
・
桝
屋
源
左
衛
門
、
吉
屋
初
五
郎
の
名
が

あ
げ
ら
れ
る
。

又
江
戸
商
人
に
対
す
る
借
銀
整
理
も
行
な
わ
れ
、
森
川
五
郎
右
衛
門
の
七

O
O両
は
無
利
足
二
九
ヶ
年
賦
（
安
政
元
3
文
久
二
年
ま
で

内
居
》

支
払
、
残
金
四
四
O
両
）
、
中
井
新
右
衛
門
の
一
三

O
O両
は
同
じ
く
無
利
足
ニ
九
ヶ
年
賦
ハ
一
一
ヶ
年
支
払
、
残
金
八
二
ハ
両
〉
と
し



（
三
村
清
右
衛
門
の
二
五

O
O両
は
こ
の
年
利
足
一
割
で
借
入
れ
、
翌
年
よ
り
滞
っ
て
い
る
。
）

領
内
で
も
大
坂
商
人
の
出
銀
と
は
関
係
深
く
、
手
永
単
位
で
長
期
に
わ
た
り
年
賦
払
い
を
し
て
い
る
。
安
政
二
年
段
階
で
も
大
坂
拝
借

銀
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
確
認
の
証
文
を
提
出
さ
せ
て
い
ね
w

た。
領
外
の
借
銀
の
整
理
と
共
に
領
内
の
借
銀
整
理
も
行
わ
れ
た
。
天
保
九
・
一
一
両
年
の
御
用
借
銀
化
対
し
、
元
銀
据
置
き
年
三
朱
の
利

子
の
み
を
支
払
っ
て
き
た
が
、
寅
年
（
嘉
一
永
七
）
よ
り
二
五

0
ヶ
年
賦
に
す
る
こ
と
を
御
用
借
銀
を
差
出
し
た
者
へ
通
達
し
た
。

次
に
、
領
内
外
の
借
銀
整
理
と
共
に
財
政
補
填
策
と
し
て
藩
が
力
を
入
れ
た
も
の
が
国
産
品
の
奨
励
と
流
通
統
制
で
あ
っ
た
。
嘉
永
七

年
五
月
、
桑
を
植
え
蚕
を
取
る
こ
と
、
麻
を
植
え
苧
を
取
る
こ
と
、
緒
を
仕
立
て
る
こ
と
、
葛
か
つ
ら
を
取
り
葛
布
袴
を
織
る
と
と
、
棉

木
・
漆
木
を
植
え
る
こ
と
等
の
奨
励
を
し
、
乙
の
外
地
域
の
特
色
を
生
か
し
、
田
川
郡
で
は
赤
池
の
石
炭
と
上
野
の
香
春
焼
物
が
、
上
毛

郡
で
は
八
屋
畳
表
、
仲
津
郡
で
は
伊
良
原
布
が
と
い
っ
た
具
合
に
各
地
の
特
産
物
を
加
え
て
奨
励
し
た
。
そ
し
て
更
に
「
櫨
実
格
綿
紙
布

之
類
、
御
郡
中
一
年
之
出
米
高
之
取
調
お
と
各
特
産
物
の
一
年
の
凡
そ
の
取
れ
高
を
提
出
さ
せ
た
。
田
川
郡
金
田
手
、
氷
の
み
で
槙
実
ニ

六
万
斤
・
生
蝋
三
万
一
五
七
五
庁
、
上
毛
郡
で
は
八
屋
村
桝
屋
専
平
と
字
嶋
の
万
屋
幾
太
郎
の
み
で
、

斤
と
書
出
し
て
い
ぷ
r

一
ヶ
年
凡
そ
生
蝋
七
万
九
0
0
0

八
月
に
入
っ
て
産
物
統
制
の
規
定
が
出
さ
れ
た
。
小
倉
藩
の
国
産
品
の
奨
励
と
統
制
は
今
に
始
ま
っ
た
乙
と
で
は
な
い
。
野
口
喜
久
雄

氏
に
よ
る
と
、
文
政
一

O
年
田
川
郡
赤
池
村
お
よ
び
香
春
町
に
国
産
会
所
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
後
数
回
廃
設
が
く
り
返
さ
れ
て
、
絶
え
ず

い
ろ
／
＼
な
手
段
で
農
民
的
商
品
生
産
・
流
通
の
成
果
を
吸
収
し
よ
う
と
努
め
た
が
う
ま
く
い
か
ず
、
嘉
永
四
年
三
月
に
は
次
の
者
を
国

産
御
用
掛
に
任
命
し
て
、
藩
営
の
御
用
板
場
を
経
営
す
る
仕
法
を
立
て
た
。

亥
国
産
御
用
掛
人
数
二
木
弥
右
衛
門
様

依
田
一
郎
右
衛
門
様

後
藤
半
左
衛
門
様

小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
楠
本
）

九



小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
楠
本
〉

九
四

酒
井
利
兵
衛
様

有
松
中
之
助
様

本
町
中
丁
片
村
雄
右
衛
門
様

田
川
大
庄
屋
中

中
津

柏
木
勘
八
郎

，メ
J

’

二
木
弥
右
衛
門
は
郡
代
、
後
藤
半
左
衛
門
は
仲
津
郡
筋
奉
行
、
酒
井
利
兵
衛
は
田
川
郡
筋
奉
行
取
斗
兼
内
役
所
（
郡
方
役
所
）
勤
め
、

依
田
・
有
松
・
片
村
は
恐
ら
く
御
元
方
の
役
人
で
あ
ろ
う
。
有
松
は
こ
の
後
す
ぐ
に
銀
談
の
た
め
に
登
坂
し
て
い
持
。
柏
木
勘
八
郎
は
大

橋
の
豪
商
で
、
天
保
一
一
年
江
戸
廻
生
蝋
御
会
所
御
用
掛
と
な
っ
た
柏
木
勘
七
の
枠
か
と
恩
わ
れ
る
。
嘉
永
四
年
八
月
に
は
、
仲
津
郡
産

物
仕
入
世
話
方
惣
引
受
に
平
嶋
貞
右
借
関
（
大
庄
屋
）
が
な
っ
た
。

そ
し
て
、
乙
の
仕
組
は
田
川
・
仲
津
の
両
郡
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
同
年
一
二
月
、
私
札
切
手
類
の
領
内
適
用
禁
止
を
通
達
し
た

〈

団

》

後
で
、
「
当
郡
者
余
郡
与
違
生
蝋
御
用
方
ニ
而
拝
借
等
も
余
程
出
候
事
故
」
と
仲
津
郡
の
生
蝋
御
用
方
を
強
調
し
て
い
る
と
乙
ろ
か
ら
も
わ

か
る
。
乙
の
仕
組
に
つ
い
て
具
体
的
な
規
定
は
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
藩
営
の
御
用
板
場
を
仲
津
郡
大
橋
村
に
一
ケ
所
、
田
川
郡
六
手
永

に
一
ケ
所
づ
っ
設
置
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
橋
村
で
は
翌
五
年
四
月
、
「
御
用
板
場
何
れ
も
立
会
之
上
相
改
、
一
切
請
取
方
相
済
候
段

内
柏
木
〉

被
申
出
」
と
勘
八
郎
・
勘
蔵
両
人
も
立
会
い
、
受
渡
し
が
終
っ
て
い
後
九
月
に
田
川
郡
に
一

O
貫
自
の
御
仕
入
板
場
前
拝
借
札
が
渡
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
よ
り
櫨
実
の
仕
入
れ
が
始
ま
り
、
生
蝋
生
産
は
そ
の
翌
年
よ
り
始
め
ら
れ
た
。
一

O
月
に
は
檎
実
は
御
用
板
場
か
板
場

職
の
者
へ
売
渡
す
よ
う
、
抜
売
を
禁
じ
た
達
が
出
た
。
田
川
郡
で
は
「
御
国
産
生
蝋
打
立
相
成
侠
条
」
と
楠
主
の
者
へ
各
手
永
毎
に
一
ケ

所
の
持
出
場
所
を
指
定
し
て
い
る
。

字
嶋
万
屋
助
九
郎
は
同
五
年
一

O
月
、
京
都
郡
苅
田
浦
よ
り
字
嶋
へ
二
万
斤
、
仲
津
郡
福
堂
村
よ
り
字
嶋
へ
三
万
斤
と
櫨
実
の
積
越
を



願
出
て
い
る
。
字
嶋
に
御
用
板
場
は
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
生
蝋
ニ
打
立
積
出
し
之
節
御
運
上
上
納
仕
来
候
ニ
付
」
と
あ
る
と
乙
ろ
か

ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
字
嶋
に
は
個
人
の
板
場
で
大
量
生
産
さ
れ
る
板
場
の
存
在
が
わ
か
る
。

（者〉

藩
営
の
御
用
板
場
の
純
益
は
櫨
の
仕
入
値
に
か
か
っ
て
お
い
市
五
年
一
一
月
、
「
櫨
主
弁
櫨
売
仲
買
之
物
共
、
不
相
当
之
直
段
を
以
捌
方

致
ジ
候
趣
相
聞
（
略
）
実
正
の
取
捌
方
致
し
候
様
櫨
主
仲
買
之
者
共
江
手
堅
可
申
付
侯
」
と
櫨
値
の
押
え
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
仲

津
郡
で
は
械
の
植
方
を
勧
め
、
「
百
姓
人
別
楠
木
三
本
宛
植
候
而
も
、
人
別
手
前
ニ
て
者
左
迄
之
骨
折
－
一
も
無
之
、
御
郡
中
ニ
於
而
者
大

造
之
益
筋
ニ
可
相
成
候
問
」
と
説
き
、
「
何
ニ
而
も
農
業
の
足
米
ニ
可
相
成
手
段
ハ
心
懸
為
致
度
事
ニ
候
」
と
い
っ
て
い
る
。

田
川
郡
御
用
板
場
で
生
産
さ
れ
た
生
蝋
は
、
小
倉
の
生
蝋
方
御
役
所
当
に
付
出
さ
れ
た
。
同
六
年
六
月
よ
り
前
年
子
の
櫨
実
の
打
立
を

は
じ
匂
同
九
月
に
は
小
倉
へ
積
廻
し
の
た
め
仕
立
船
の
廻
し
方
を
依
頼
し
、
そ
の
際
「
目
方
之
彪
者
兎
角
間
違
有
之
趣
－
一
付
」
と
「
生

蝋
壱
以
正
味
三
貫
三

O
O目
風
袋
九
O
O目
」
と
生
蝋
入
目
方
を
定
め
%
乙
の
こ
と
は
金
因
子
水
大
庄
屋
金
田
四
郎
兵
衛
が
同
七
年
に

出
し
た
意
見
書
に
、

ζ

の
十
ヶ
年
以
来
、
「
村
ミ
共
ニ
殊
之
外
風
袋
古
く
罷
成
、
以
前
之
振
A
口
を
以
櫨
壱
俵
ニ
付
八
斤
引
ニ
而
御
座
候
慮
、

只
今
ニ
而
者
一
俵
ニ
付
拾
四
五
斤
ぷ
弐
拾
斤
位
も
御
座
候
」
と
風
袋
の
重
さ
が
ま
ち
／
＼
で
、
し
か
も
以
前
よ
り
重
く
な
っ
て
い
る
と
嘆

い
て
い
る
と
乙
ろ
か
ら
、
こ
の
風
袋
の
規
制
が
必
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
嘉
永
四
年
の
藩
営
御
用
板
場
の
存
続
を
合
め
、
小
倉
藩
の
諸
産
物
の
流
通
統
制
を
行
っ
た
仕
法
で
、
そ
の

安
政
元
年
の
仕
法
は
、

内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一
領
内
諸
産
物
並
び
に
米
穀
は
一
切
、
最
寄
の
会
所
へ
持
出
す
こ
と
。
会
所
は
小
倉
・
行
事
（
京
都
郡
）

所
に
設
置
し
、
田
川
郡
・
築
城
郡
に
そ
れ
ん
＼
一
ケ
所
取
次
所
を
置
く
。

一
米
穀
は
会
所
買
入
高
の
内
二
割
を
非
常
手
当
と
し
て
郡
々
弁
利
宜
所
へ
残
置
き
、
豊
凶
を
見
定
め
た
上
で
売
払
う
こ
と
。

一
振
手
形
之
外
郡
要
用
米
・
商
用
米
共
他
所
売
の
場
合
は
是
迄
通
り
願
書
を
差
出
し
、
会
所
へ
申
出
て
代
銀
之
内
「
弐
歩
」
益
銀
を
納

－
字
嶋
（
上
毛
郡
）
の
三
ケ

め
勝
手
売
を
す
る
こ
と
。
尤
運
上
銀
は
石
ニ
付
「
三
分
」
極
め
の
と
と
。

小
倉
落
の
産
物
会
所
と
自
国
金
（
楠
本
）

九
五



小
倉
務
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
楠
本
〉

九_,__ 
ノ、

一
生
蝋
為
替
の
貸
付
は
直
段
の
八
割
渡
し
と
し
、
仕
切
書
到
着
の
上
清
算
、
銭
札
渡
し
の
乙
と
。

但
、
生
蝋
御
益
銀
と
し
て
「
金
目
一
歩
」
を
納
め
る
こ
と
。
こ
れ
は
寅
年
の
楠
実
を
生
蝋
に
打
立
て
た
上
で
の
乙
と
。

一
生
蝋
は
大
坂
・
下
ノ
闘
に
問
屋
を
立
て
て
送
る
が
、
外
問
屋
へ
直
売
致
し
た
い
者
は
引
受
問
屋
よ
り
掛
渡
し
、
口
銭
銀
半
高
宛
に
て

仕
切
渡
す
こ
と
。

一
葛
・
玉
子
・
格
・
苧
其
外
諸
産
物
を
他
所
売
し
た
い
者
は
会
所
へ
届
出
、
仕
切
銀
の
内
よ
り
「
弐
歩
」
益
銀
を
納
め
る
こ
と
。

一
会
所
に
て
買
切
の
品
は
現
荷
物
取
組
と
し
、
代
札
は
郡
渡
し
と
す
る
こ
と
。

一
棟
直
段
は
十
二
月
中
旬
極
め
と
し
、
引
当
見
合
い
の
札
を
渡
置
く
。

一
棟
実
仲
買
札
な
く
て
は
櫨
の
買
集
め
は
出
来
な
い
。
械
の
抜
売
り
の
禁
止
。

一
会
所
懸
り
諸
産
物
の
川
口
運
上
は
仕
切
銀
の
内
よ
り
会
所
へ
取
立
る
乙
と
。
会
所
取
扱
い
で
な
い
品
は
是
迄
之
通
、
出
入
共
川
口
番

所
で
運
上
を
取
立
て
る
。

一
板
場
職
の
者
で
櫨
実
買
入
れ
資
金
の
前
借
を
望
む
者
へ
は
、
身
元
に
応
じ
貸
渡
す
。

一
諸
産
物
積
出
を
許
さ
れ
た
者
は
、
会
所
証
拠
を
所
持
し
積
出
す
乙
と
。

諸
産
物
の
積
出
し
は
会
所
を
通
し
て
大
坂
も
し
く
は
下
関
の
指
定
問
匡
に
送
る
が
、
他
所
売
り
も
願
出
れ
ば
許
可
さ
れ
、
会
所
益
銀

「
二
歩
」
を
納
め
れ
ば
よ
か
っ
た
。
小
倉
藩
は
流
通
段
階
を
規
制
し
て
そ
こ
よ
り
利
潤
を
得
ょ
う
と
し
、
ま
た
生
蝋
為
替
の
貸
付
を
行
っ

て
、
清
算
を
銭
札
で
し
た
。
会
所
で
買
上
げ
の
荷
物
の
支
払
も
札
（
藩
札
）
で
し
た
。

御
用
引
請
役
人
並
び
に
商
人
の
名
前
が
見
ら
れ
な
い
が
、
千
原
家
の
史
料
で
推
測
す
る
と
、
御
元
方
並
び
に
御
郡
方
役
所
の
役
人
と

京
都
郡
行
事
村
）
【
仲
棒
郡
大
楠
村
）
（
上
毛
郡
宇
鍋
村
〉

堤
平
兵
衛
・
柏
木
勘
八
郎
・
万
屋
助
九
郎
の
三
商
人
が
主
で
、
乙
の
外
森
貞
右
衛
門
・
玉
江
彦
右
衛
門
の
名
が
見
え
る
。
銀
主
は
自
国
の

千
原
家
で
あ
る
。
上
方
商
人
に
対
し
二
万
貫
目
余
り
の
借
銀
滞
分
を
二
五

O
年
賦
と
無
理
な
取
極
め
を
し
て
お
り
、
銀
主
の
引
請
け
手
は

い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
信
用
回
復
の
た
め
に
は
、
諸
産
物
を
大
坂
に
登
せ
て
年
賦
銀
八

O
貫
余
り
の
支
払
い
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ



た
。
乙
の
年
賦
が
文
久
三
年
ま
で
十
年
間
支
払
え
切
と
い
う
こ
と
は
、
産
物
会
所
仕
法
が
一
応
の
成
功
を
み
せ
、
あ
る
程
度
の
荷
物
が
毎

年
大
坂
へ
積
登
せ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
万
延
元
年
一
二
月
に
は
、
「
其
方
儀
産
物
御
仕
組
－
一
付
骨
折
相
勤
、
御
益
も
相
立
、
当
春

献
金
致
候
ニ
付
而
者
格
別
骨
折
、
其
上
回
国
表
－
一
市
御
元
方
御
銀
談
筋
年
ミ
都
合
能
取
斗
、
彼
是
御
為
宜
相
勤
侯
問
、
二
人
扶
持
被
下
置

候
」
と
万
屋
助
九
郎
の
こ
の
仕
組
に
対
す
る
労
を
ね
ぎ
ら
い
、
目
図
表
と
の
銀
談
筋
も
年
々
都
合
よ
く
い
っ
た
と
賞
め
て
い
る
。

千
原
家
が
銀
主
に
な
る
に
つ
い
て
は
、
柏
木
勘
八
郎
が
交
渉
に
出
向
い
た
。
九
月
九
日
、
千
原
家
よ
り
「
今
般
御
国
産
御
仕
組
ニ
付
柏

木
勘
八
郎
御
差
越
被
下
、
委
細
承
知
仕
候
、
（
略
）
早
速
御
請
可
仕
筈
ニ
候
得
共
、
大
造
之
義
ニ
而
何
分
不
任
心
底
、
御
思
召
之
程
奉
恐

入
候
、
委
細
其
節
柏
木
氏
へ
御
談
申
上
候
」
と
小
倉
落
御
郡
方
役
所
の
酒
井
利
兵
衛
・
松
井
政
左
衛
門
宛
に
書
状
が
出
さ
れ
て
お
り
、

「
御
国
産
御
仕
組
」
に
つ
い
て
柏
木
と
会
談
し
、
千
原
家
が
何
ら
か
の
条
件
を
出
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
双
方
で
合
意
に
達
し
た
と
み

え
、
同
二
二
日
柏
木
と
万
屋
よ
り
「
小
倉
様
産
物
之
入
金
借
用
ニ
来
」
、
使
の
者
へ
金
九
五

O
両
貸
渡
し
て
い
る
。
乙
れ
が
産
物
会
所
融

資
の
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
年
の
産
物
会
所
の
機
能
は
余
り
働
か
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
「
先
達
而
申
触
被
置
候
産
物
之
義
、
村
ミ
人

別
者
格
別
、
役
ミ
共
得
与
承
知
不
致
哉
、
出
方
悪
鋪
趣
之
由
達
し
有
之
候
」
と
村
役
の
者
に
さ
え
も
徹
底
し
て
お
ら
ず
、
産
物
の
集
ま
り

が
悪
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
又
再
三
抜
荷
の
禁
止
令
が
出
さ
れ
、
産
物
改
役
が
任
命
さ
れ
、
翌
安
政
二
年
四
月
に
は
「
生
蝋
・
鶏
卵
類
産

物
会
所
江
持
出
侯
荷
物
、
抜
ニ
々
ニ
小
倉
問
屋
江
持
出
候
趣
相
聞
込
ニ
相
成
、
此
度
御
廻
役
住
来
ロ
ミ
ニ
御
差
出
夫
ミ
荷
物
御
改
」
と
小

倉
口
で
の
荷
物
改
役
を
置
い
た
り
、
隠
目
付
を
出
し
た
り
し
て
抜
荷
の
取
締
り
を
厳
し
く
し
た
が
、
抜
荷
の
一
一
請
は
難
か
し
か
っ
た
。

と
れ
に
は
会
所
の
買
上
値
段
が
低
く
押
え
ら
れ
た
り
、
勘
定
仕
切
が
大
坂
等
で
売
払
後
に
な
さ
れ
て
清
算
が
遅
く
な
る
と
と
、
さ
ら
に

は
領
内
で
は
藩
札
渡
し
と
い
う
と
と
ろ
に
原
因
が
あ
っ
た
。
後
藤
町
二
村
武
兵
衛
（
蝋
板
場
商
売
で
も
あ
る
）
は
「
些
一
差
向
金
入
用
茂
御

門
小
骨
）

座
候
慮
、
長
門
屋
角
兵
衛
方
江
遣
候
ハ
h
為
替
銀
も
余
分
ニ
貸
可
申
由
ニ
御
座
候
問
、
当
正
月
β
四
月
迄
四
度
ニ
鶏
卵
弐
千
五
回
心
持
出
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
「
身
元
不
都
東
之
も
の
江
者
、
前
銀
与
し
て
楠
代
見
込
ニ
御
作
方
仕
入
之
撰
代
等
か
し
渡
呉
候
故
、
自
然
相
馴

染
〕
と
、
従
来
出
入
の
商
人
と
の
取
引
は
急
に
は
断
ち
難
い
と
と
で
あ
っ
た
。
産
物
会
所
の
取
扱
い
商
品
の
主
な
も
の
は
生
捌
と
米
穀
で
あ

小
倉
落
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
楠
本
〉

九
ーじ



小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
〈
楠
本
）

九
J¥ 

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
そ
れ
ら
に
対
す
る
政
策
が
中
心
と
な
る
。
ま
ず
産
物
会
所
の
規
定
が
出
さ
れ
る
と
同
時
に
積
出
米
の
一
切
差

留
が
な
さ
れ
鳴
ま
た
生
蝋
生
産
に
あ
た
っ
て
一
番
問
題
な
の
は
楠
実
直
段
の
決
定
で
あ
っ
た
。
御
用
板
場
の
経
営
の
成
否
が
檎
実
買
入
直

段
に
よ
る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
板
場
は
な
る
べ
く
低
い
値
で
買
入
れ
よ
う
と
す
る
。
御
仕
入
板
場
よ
り
「
一
両
年
楠
実
乗
兎
角
不
宜
、

集
方
手
早
ニ
取
掛
不
申
市
者
近
辺
望
之
分
中
買
之
手

S
」
買
取
ら
れ
る
の
で
、
櫨
実
代
札
御
渡
方
を
早
自
に
と
の
願
が
出
る
の
も
、
遠
方

よ
り
買
入
れ
て
は
諸
経
費
が
か
か
り
過
ぎ
、
御
用
板
場
の
経
営
に
差
支
え
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
檎
実
値
段
の
下
落
は
生
産
者
・
仲
買

人
に
は
迷
惑
な
と
と
で
あ
る
。
嘉
永
七
年
十
二
月
「
生
蝋
相
場
案
外
下
落
ニ
付
而
者
櫨
実
直
段
相
立
兼
、
檎
持
之
者
共
不
引
合
之
義
も
可

有
之
」
と
い
う
状
態
で
、
板
場
よ
り
団
地
を
抵
当
に
し
て
借
り
た
械
実
集
荷
の
代
金
が
支
払
え
な
い
仲
買
人
が
出
て
い
る
。
そ
乙
で
械
実

円
安
政
ニ
〉

の
前
渡
金
の
支
払
い
方
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
。
つ
ま
り
、
「
当
十
一
月
迄
取
引
之
棉
実
斤
ニ
付
札
三
分
見
合
－
一
而
預
り
置
、
来
卯
二

月
生
蝋
相
庭
算
当
相
立
差
引
可
致
」
と
あ
る
の
を
、
「
当
十
二
月
，
S
取
引
櫨
実
之
義
者
、
此
節
大
坂
生
蝋
相
場
を
以
算
用
相
立
、
熟
談
之

上
相
当
之
見
合
丈
代
札
預
り
置
、
来
卯
二
月
前
条
之
通
可
致
差
引
」
と
し
た
。
そ
し
て
翌
二
年
四
月
に
は
、
「
去
十
二
月
相
触
置
候
生
蝋

相
場
益
引
立
不
申
、
楠
実
直
段
取
引
相
立
兼
候
、
乍
去
其
侭
差
置
侠
而
者
棉
持
之
も
の
共
迷
惑
ニ
も
可
有
之
候
ニ
付
、
大
坂
生
蝋
相
庭
を

以
左
之
通
庭
入
直
段
ニ
相
立
さ
せ
候
」
と
上
横
三
分
二
厘
、
中
楠
三
分
と
定
め
た
。
生
蝋
相
場
に
よ
っ
て
棟
実
直
段
が
決
ま
り
、
又
安
政

期
の
大
坂
相
場
が
そ
の
前
後

κ比
べ
て
低
い
ζ

と
も
あ
っ
て
、
以
後
の
檎
実
直
段
の
決
定
も
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
生
産
者
・
仲
買
人

の
不
満
も
増
し
た
で
あ
ろ
う
。
安
政
五
年
に
は
櫨
実
の
入
札
願
い
が
出
さ
れ
い
官
こ
れ
は
田
川
郡
一
手
永
よ
り
三
万
斤
宛
（
嘉
永
七
年
の

凡
そ
の
取
れ
高
が
金
田
手
永
の
場
合
二
六
万
斤
で
あ
っ
た
の
で
一
部
）
を
旅
売
の
許
可
を
取
り
領
内
外
の
板
場
職
に
入
札
さ
せ
、
役
人
立

会
の
も
と
で
開
封
し
、
高
値
の
値
段
を
郡
中
の
値
段
と
し
た
い
と
願
出
た
も
の
で
あ
っ
た
。
乙
の
実
施
は
万
延
元
年
か
ら
で
あ
る
。

次
に
主
要
産
物
、
米
に
つ
い
て
述
べ
る
。
買
米
は
天
保
四
年
に
設
置
さ
れ
た
国
産
方
で
も
積
極
的
に
行
わ
れ
て
お

M
V
そ
の
後
も
み
ら

れ
る
。
嘉
永
七
年
二
月
に
は
、
「
当
節
江
戸
表
異
国
船
模
様
柄
ニ
付
」
と
非
常
事
態
に
備
え
て
米
の
買
上
げ
が
指
示
さ
れ
、
そ
の
買
入
方
に

森
貞
右
衛
門
が
当
っ
て
い
ふ
ご
の
後
産
物
会
所
設
置
以
来
強
引
な
買
米
政
策
が
行
な
わ
れ
た
。
同
年
七
月
、
田
川
郡
伊
田
添
田
両
手
永



の
内
に
て
散
米
一
八
O
石
の
買
上
の
指
示
が
あ

hu
翌
二
年
八
月
に
は
、
六
郡
で
八
二

O
O右
の
散
米
の
買
上
げ
の
指
示
が
此
旬
。

月
に
な
っ
て
買
米
代
札
三

O
貫
目
が
田
川
郡
に
渡
さ
れ
て
い
る
。
乙
れ
に
対
し
、
大
庄
屋
精
平
四
郎
は
買
米
は
お
ぼ
つ
か
な
い
と
し
て
と

の
札
の
受
取
を
渋
っ
た
と
乙
ろ
、
筋
奉
行
の
酒
井
利
兵
衛
よ
り
、
「
買
米
代
三
拾
貫
目
差
送
候
慮
、
手
永
々
々
共
殊
之
外
米
無
数
ニ
相
聞
、

殊
更
当
年
両
度
米
上
納
之
札
拝
借
も
有
之
、
努
右
丈
ケ
も
取
合
可
申
哉
難
斗
模
様
ニ
付
、
此
節
之
御
買
米
代
拝
借
仕
侯
而
も
千
万
無
覚
束

ニ
付
、
札
差
返
し
候
市
者
何
分
哉
之
段
被
申
聞
致
承
知
候
、
右
買
米
代
之
義
者
散
米
ニ
俵
三
俵
ヅ
』
有
之
分
買
調
呉
候
様
致
度
と
の
義
ニ

付
、
先
ツ
徳
人
共
手
許
詮
儀
之
上
否
被
申
出
候
様
致
度
存
候
、
村
ミ
徳
人
手
許
ニ
而
売
払
申
度
心
持
之
も
の
も
可
有
之
哉
、
後
而
詮
義
茂

無
之
段
被
申
触
候
而
も
如
何
ニ
有
之
、
是
ハ
各
方
迷
惑
之
次
第
幾
重
ニ
も
相
心
得
居
候
得
共
、
何
レ
之
御
郡
も
札
相
渡
り
、
企
救
郡
杯
ハ

二
俵
三
俵
S
買
集
之
様
子
－
一
承
り
候
問
、
右
手
心
を
以
徳
人
共
手
許
余
米
有
無
之
義
承
り
候
上
、
否
被
申
聞
度
奉
存
候
、
殊
ニ
寄
散
米
買

忍
ミ
江
差
出
侯
而
も
如
何
ニ
有
之
、
勘
合
宜
取
斗
被
下
度
存
候
、
い
ま
た
収
納
最
中
格
別
取
斗
方
迷
惑
之
次
第
奉
察
候
、
詮
義
も
い
た
し
見

候
得
共
、
買
集
出
来
不
申
候
得
者
致
し
方
無
之
ニ
付
、
其
節
札
差
返
し
有
之
可
然
哉
ニ
存
候
」
と
、
買
米
札
の
渡
し
方
が
村
方
の
迷
惑
に

な
る
と
と
は
承
知
し
て
お
り
、
徳
人
共
に
当
り
、
又
散
米
二
俵
・
三
俵
ず
つ
で
も
買
調
え
て
札
を
消
化
す
る
乙
と
を
望
ん
で
い
る
。
買
米

は
年
貢
米
収
納
中
は
買
付
け
で
き
な
い
と
と
に
な
っ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
年
貢
米
以
外
の
余
米
の
買
集
め
で
あ
る
。
結
局
一
一
月
に
各
手

永
に
五
貫
目
宛
割
当

q
vれ
た
。
二
一
月
に
な
っ
て
酒
井
利
兵
衛
は
、
「
散
米
買
出
し
無
数
義
ニ
候
ハ
』
昨
年
今
年
積
立
米
売
払
ニ
い
た

し
、
代
札
を
以
積
之
侯
様
い
た
し
出
向
と
、
今
ま
で
の
積
立
米
を
売
払
う
と
あ
く
ま
で
札
の
返
上
は
避
け
て
い
る
。
乙
の
時
の
散
米
買
上

直
段
は
七
三
匁
ニ
決
め
ら
れ
鳴

。

翌
三
年
五
月
に
は
、
散
米
四

0
0
0石
の
買
立
を
御
元
方
よ
り
申
出
ら
れ
た
。
石
一
両
の
見
積
で
、
半
分
だ
け
の
札
が
渡
さ
れ
た
。
乙

れ
は
秋
ま
で
無
利
子
で
、
「
徳
人
立
候
者
へ
貸
付
、
秋
正
米
取
立
方
可
然
存
候
」
と
札
の
使
い
方
は
自
由
で
、
「
米
者
何
方
よ
り
出
候
市

も
宜
と
の
事
」
と
米
の
確
保
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
嶋
村
志
津
摩
に
よ
っ
て
強
引
な
財
政
政
策
が
と
ら
れ
つ
－
h

あ
っ
た
が
、
安
政
四
年
五
月
の
御
勝
手
方
引
受
方
の
交
代
で

小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
自
国
金
ハ
楠
本
〉

九
九
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O

そ
れ
も
中
途
で
終
っ
た
。
し
か
し
産
物
会
所
は
そ
の
後
も
存
続
し
た
。

安
政
改
革
後
の
産
物
会
所

円
安
政
二
】

安
政
五
年
一
月
、
「
去
ル
卯
年
以
来
御
吉
凶
ニ
付
而
者
、
御
入
箇
其
外
御
当
借
仕
成
方
手
段
無
之
ニ
付
」
と
、
当
年
よ
り
臨
時
御
掛
米

が
言
い
渡
さ
れ
か
屯
し
か
し
そ
の
後
、
「
無
理
成
作
略
ヲ
以
仮
成
ニ
御
繰
合
」
出
来
る
と
の
乙
と
で
、
乙
の
年
の
掛
米
は
用
捨
さ
れ
b
N
V

乙
の
様
な
藩
の
慢
性
的
財
政
逗
迫
の
も
と
で
、
産
物
会
所
の
政
策
は
継
続
さ
れ
た
。
郡
中
の
積
立
米
が
産
物
方
に
売
払
わ
れ
て
い
匂
ま

た
万
延
元
伊
叩
な
っ
て
、
今
ま
で
問
題
で
あ
っ
た
櫨
実
値
段
の
取
り
き
め
が
入
札
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
内
容
は
次

の
様
で
あ
る
。

一
櫨
実
入
札
之
上
他
国
江
落
札
相
成
候
分
者
、
積
出
差
免
候

尤
、
売
捌
月
数
之
内
直
段
区
ミ
不
相
成
の
た
め
、
棟
実
高
一
万
斤
持
出
候
ハ
弘
、
櫨
持
主
β
五
千
斤
、
板
場
職
之
も
の
み
D
五
千
斤

持
出
候
事

但
、
上
下
車
段
取
分
ケ
、
入
札
平
均
直
段
を
以
双
直
相
極
候
事

一
入
札
之
義
ハ
、
地
他
共
ニ
櫨
実
一
万
斤
ニ
金
拾
五
両
宛
入
金
持
参
之
上
、
可
致
入
札
事

但
、
風
袋
明
引
之
事

一
旅
方
問
屋
相
定
、
櫨
実
請
払
其
外
一
切
可
致
セ
話
、
依
之
、
落
札
之
者

S
五
歩
口
銭
相
渡
候
事

一
一
旅
方
ぷ
入
札
之
者
者
問
屋
取
次
を
以
入
札
差
出
可
申
、
地
方
之
者
入
札
者
、
板
場
職
井
中
買
免
許
札
所
持
之
者
罷
出
、
其
外
之
者
狼

ニ
不
相
成
候
事

但
、
荷
札
之
上
入
金
差
入
、
残
金
ハ
入
札
日

S
十
日
限
可
致
返
済
候
、
日
限
延
引
之
節
者
入
金
捨
り
ニ
相
成
侯
事

一
旅
方
之
者
落
札
相
成
候
節
者
、
御
定
法
之
益
銀
運
上
共
産
物
会
所
江
相
納
候
上
、
可
致
積
出
事



一
生
蝋
直
段
不
引
合
格
別
下
直
ニ
入
札
有
之
節
者
、
模
実
不
相
渡
候
、
依
之
、
格
別
高
直
入
札
有
之
節
者
、
斤
高
ニ
不
拘
何
程
ニ
而
も

入
札
直
段
ニ
市
引
請
候
心
得
を
以
、
可
致
入
札
事

一
入
札
之
節
者
一
手
永
S
庄
屋
両
人
宛
罷
出
可
申
事

一
入
札
場
所
之
義
者
寂
寄
之
所
へ
相
極
可
申
事

右
之
通
相
極
候
条
、
不
宜
不
実
之
儀
無
之
様
可
致
候

申
十
一
月

万
延
元
年
の
入
札
に
際
し
、
願
済
高
は
仲
津
郡
で
五
万
斤
、
乙
れ
は
棉
持
・
板
場
よ
り
各
二
万
五

O
O
O斤
ず
つ
持
出
す
。
入
札
に
よ

っ
て
直
段
の
平
均
を
出
し
、
そ
れ
を
郡
中
全
体
の
直
段
と
し
た
。
領
外
の
も
の
は
旅
方
問
屋
を
定
め
て
、
そ
の
問
屋
取
次
を
も
っ
て
入
札

さ
せ
た
。
小
倉
よ
り
役
人
が
出
張
し
、
手
代
も
立
会
っ
た
。
京
都
・
仲
津
郡
は
申
合
せ
て
、
続
け
て
入
札
を
行
な
っ
た
。
入
札
が
極
端
に

低
い
場
合
は
拒
否
す
る
乙
と
が
で
き
た
。

米
に
つ
い
て
は
、
万
延
二
年
窮
民
救
方
と
し
て
米
が
売
り
出
さ
れ
た
。
仲
津
郡
で
は
大
庄
屋
五
人
と
森
貞
右
衛
門
に
米
一

O
O
O石
を

（
川
）

大
橋
・
沓
尾
両
蔵
所
に
「
直
入
」
さ
せ
、
「
小
売
米
」
が
申
付
け
ら
れ
た
。
升
に
付
一
匁
八
分
で
あ
っ
た
が
、
米
価
の
下
落
で
一
匁
六
分

売
り
に
し
た
。
翌
文
久
二
年
正
月
に
は
、
諸
方
よ
り
米
買
の
者
参
り
抜
米
彩
敷
に
つ
き
締
り
方
厳
重
に
す
る
よ
う
、
又
願
済
の
米
で
も

（
悦
）

「
成
丈
積
出
差
留
候
様
」
と
仲
津
郡
大
圧
屋
中
は
連
絡
し
合
っ
て
い
る
。
同
二
月
に
は
「
無
余
義
次
第
ニ
市
積
出
候
ハ
＼
米
売
高
之
内

（
巾
）

二
割
丈
ハ
為
小
売
米
用
意
残
し
置
候
様
」
、
御
郡
方
役
所
よ
り
通
達
が
あ
っ
た
。
同
年
郡
中
に
対
し
撫
育
金
用
借
と
し
て
二
万
両
が
割
当

（
川
）

て
ら
れ
た
。

（
市
）

文
久
三
年
十
月
、
「
此
度
制
産
方
御
取
止
ニ
付
」
薬
代
札
の
整
理
が
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
制
産
方
は
恐
ら
く
産
物
会
所
の
中
に

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
制
産
方
は
安
政
四
年
に
爪
呂
根
・
宿
砂
・
吉
更
等
一
一
種
類
の
薬
草
の
栽
培
を
勧
め
、
薬
種
の
大
坂
登
せ
を

（
山
）

行
な
っ
て
い
る
。
従
来
越
中
富
山
薬
種
屋
権
七
・
肥
前
田
代
弁
丸
屋
順
平
・
摂
州
梶
原
村
辻
本
儀
右
衛
門
の
三
人
の
売
薬
は
領
内
販
売
が

小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
ハ
楠
本
）

。



小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
楠
本
）

。

（岬）

許
さ
れ
て
い
た
が
、
同
年
乙
れ
ら
三
人
の
領
内
で
の
売
薬
を
差
留
め
、
乙
れ
ら
の
売
薬
品
を
吟
味
の
上
「
御
医
師
衆
江
製
薬
被
仰
付
」
て

（
畑
）

お
り
、
風
邪
や
麻
疹
の
流
行
の
際
に
は
困
窮
者
に
対
し
て
施
薬
が
行
わ
れ
た
。
又
安
政
二
年
八
月
、
「
制
産
方
仕
入
ニ
相
成
侯
稲
扱
為
試
」

（岬）

八
百
屋
町
米
屋
仁
右
衛
門
に
売
捌
き
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
制
産
方
は
勧
農
政
策
を
取
行
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
は
制
産
方
と
し
て
の
史
料
で
あ
る
か
ど
う
か
不
明
だ
が
、
堤
平
兵
衛
が
扱
っ
て
い
る
の
で
恐
ら
く
制
産
方
の
仕
事
に
属
す
る
と
思

う
。
嘉
永
七
年
、
「
甘
煎
仕
立
之
儀
功
者
之
も
の
罷
越
居
候
付
、
柏
木
勘
八
郎
・
堤
平
蔵
両
人
右
之
者
召
連
、
京
都
・
仲
津
両
郡
荒
地
・

（川）

荒
畑
等
見
立
、
植
付
囲
方
等
為
致
候
付
」
と
甘
鷲
栽
培
の
普
及
に
当
ら
せ
、
又
万
延
元
年
種
子
麦
の
不
足
の
際
、
堤
平
兵
衛
に
命
じ
て
下

（川）

闘
に
て
種
麦
三

O
俵
程
買
取
ら
せ
、
領
内
に
売
払
わ
せ
て
い
る
。
又
水
田
稲
の
改
良
種
を
「
嶋
村
太
夫
遠
国
S
取
容
候
而
、
奉
行
所
差
図

ニ
而
昨
年
企
救
郡
江
一
升
程
相
渡
、
三
手
永
ニ
試
植
付
候
所
至
極
出
来
立
宜
、
三
合
何
勺
位
之
種
ニ
而
四
斗
余
之
籾
出
来
、
夫
を
当
年
五

（川）

郡
ニ
分
ケ
被
為
縞
付
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
稲
の
新
種
採
用
に
よ
る
収
穫
増
を
目
指
し
て
い
る
。

（川）

制
産
方
の
中
止
に
引
続
き
、
産
物
方
の
廃
止
が
慶
応
元
年
六
月
逮
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
生
蝋
は
九
月
に
な
っ
て
、
田
野
浦
問
屋
幸
作
・

（川）

栄
左
衛
門
・
吉
右
衛
門
の
扱
い
で
、
御
元
方
に
よ
る
買
上
げ
が
行
わ
れ
た
。
又
田
野
浦
御
茶
屋
番
林
次
郎
兵
衛
が
生
蝋
荷
数
出
入
・
直
段

（
附
）

等
の
吟
味
役
を
命
じ
ら
れ
た
。
一
二
月
に
な
っ
て
生
蝋
・
葛
・
鶏
卵
の
大
坂
表
積
登
せ
の
規
定
が
出
た
。
荷
主
が
大
坂
へ
積
登
す
時
は
御

元
方
よ
り
の
添
状
を
持
参
し
、
大
坂
蔵
屋
敷
の
中
村
平
三
郎
の
改
を
受
け
、
希
望
の
問
屋
へ
売
払
っ
た
後
代
金
を
蔵
屋
敷
に
納
め
、
受
取

書
を
持
っ
て
帰
倉
し
、
そ
の
上
で
御
元
方
よ
り
代
札
を
受
取
る
。
前
借
し
た
い
者
は
見
込
相
場
の
半
分
を
、
前
も
っ
て
御
元
方
よ
り
渡
さ

れ
る
。
そ
れ
に
は
前
借
し
た
日
よ
り
大
坂
蔵
屋
敷
へ
代
金
を
納
め
る
ま
で
、
一
五
日
迄
は
無
利
子
、
一
五
日
を
過
ぎ
れ
ば
前
借
の
札
に
一

割
の
利
子
が
つ
い
た
。

以
上
、
小
倉
藩
の
産
物
会
所
仕
法
、
更
に
そ
の
前
後
の
政
策
を
述
べ
た
が
、
藩
の
利
益
の
取
り
方
に
、
流
通
段
階
で
と
る
産
物
方
益
銀

も
し
く
は
口
銭
と
、
慶
応
元
年
の
仕
組
に
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
荷
主
の
大
坂
で
の
売
捌
代
金
即
ち
正
金
銀
は
藩
に
、
領
内
の

荷
主
へ
は
藩
札
を
渡
す
と
い
っ
た
方
法
と
が
あ
り
、
乙
の
後
者
の
方
に
特
に
藩
の
利
益
が
あ
っ
た
。
産
物
会
所
仕
法
で
も
、
生
蝋
為
替
の



貸
付
の
清
算
は
札
渡
し
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
産
物
方
の
取
扱
い
荷
物
が
多
け
れ
ば
多
い
程
、
藩
に
と
っ
て
は
有
利
で
あ
っ
た
。
野
口
喜

（

川

）

久
雄
氏
は
、
「
産
物
買
上
げ
が
利
潤
を
入
手
す
る
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
大
坂
借
銀
の
調
達
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
領
内
で
は
藩
札
で
も
っ
て
産
物
を
集
め
、
そ
れ
を
大
坂
に
送
る
乙
と
に
よ
っ
て
得
た
正
金
銀
は
藩
の
財
源
に
入
れ
る
、
と
い
っ
た

仕
組
よ
り
得
る
利
潤
も
ま
た
、
小
倉
藩
に
国
産
政
策
を
繰
返
さ
せ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

四
千
原
家
よ
り
小
倉
藩
へ
の
貸
付

万
延
元
年
万
屋
助
九
郎
が
二
人
扶
持
を
頂
戴
し
た
理
由
に
、
産
物
仕
組
に
利
益
が
あ
が
っ
た
こ
と
、

日
田
表
に
て
の
御
元
方
銀
談
が
年

々
都
合
よ
く
い
っ
た
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
千
原
家
よ
り
小
倉
役
場
も
し
く
は
領
内
農
民
・
商
人
へ
の
貸
付
を
具
体
的
に
見
て

い
く
こ
と
と
す
る
（
第
2
・
3
表
）
。

小
倉
藩
へ
の
貸
付
は
、
第
2
・
3
表
に
お
け
る
小
倉
役
場
と
万
屋
・
柏
木
・
堤
三
商
人
へ
の
貸
付
を
プ
ラ
ス
し
た
も
の
と
思
っ
て
よ

い
。
慶
応
二
年
よ
り
三
年
に
か
け
て
、
三
商
人
の
滞
り
銀
が
小
倉
役
場
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
（
第
3
表
）
。
万
延
元
年
以

後
、
二
万
両
を
超
え
る
貸
付
が
な
さ
れ
、
滞
り
銀
は
文
久
三
年
以
降
一

O
O
O貫
目
を
越
え
て
い
る
。

諸
大
名
へ
の
貸
付
は
日
田
金
の
常
と
し
て
、

一
商
人
が
一
人
で
受
持
つ
こ
と
は
な
く
、
数
人
の
出
資
者
が
い
て
、
そ
の
藩
の
御
用
達
が

仲
介
者
と
な
っ
て
い
る
。
千
原
家
の
小
倉
藩
へ
の
貸
付
も
同
様
で
あ
る
。

柏
木
勘
八
郎
・
森
貞
右
衛
門
ぷ
、
御
元
方
調
達
隈
分
弐
千
五
百
両
謹
文
・
御
米
本
預
り
三
百
石
宛
九
枚
口
口
口
送
リ
来
ル

乙
の
史
料
よ
り
、
安
政
二
年
に
御
元
方
の
調
達
金
に
隈
町
銀
主
よ
り
出
銀
が
あ
り
、
そ
の
抵
当
に
米
設
文
が
出
さ
れ
た
乙
と
が
分
る
。

皇

室

衛

門

｝

（

広

点

以

兵

衛

｝

ハ

草

野

忠

右

衛

門

〉

乙
の
外
、
同
年
「
万
屋
助
九
郎
・
柏
木
勘
八
郎
両
人
貸
之
内
、
三
印
出
金
二
百
両
」
、
同
年
久
一
二

O
O両
・
回
一

O
O両
・
三
印
三

O

円
伊
暗
闇
屋
儲
七
）
〔
千
原
欣
右
衛
門
V

O
両
、
ま
た
哉
・
千
等
の
出
金
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
文
久
三
年
は
小
倉
藩
で
は
御
台
場
の
増
設
、
長
州
兵
に
よ
る
回
の
浦
占
拠
等
が
あ
っ

た
年
で
、
調
達
金
八

O
O
O両
を
豆
田
・
隈
両
町
の
者
よ
り
出
金
し
、
追
加
の
二

O
O
O両
は
一

0
0
0両
を
千
原
家
が
、
残
り
は
他
家

小
倉
藩
の
産
物
A
b
防
と
日
田
金
（
楠
本
）

一O
三



小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
楠
本
）

一O
四

よ
り
調
達
し
た
。
第
一
次
長
州
征
伐
の
あ
っ
た
元
治
元
年
に
は
、
五

O
O
O両
の
う
ち
五
三
五
両
を
千
原
家
が
負
担
し
、
残
り
は
他
商
人

よ
り
出
金
。
更
に
追
加
の
五

0
0
0両
は
日
田
及
、
ひ
そ
の
周
辺
の
富
浴
層
よ
り
出
金
し
た
。
貸
付
に
は
為
替
も
含
ま
れ
て
い
る
。

利
子
は
月
一
歩
1
一
歩
ニ
厘
が
多
く
、
慶
応
三
・
四
年
に
な
る
と
一
歩
五
厘
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
又
安
政
五
年
の
産
物
方
万
屋
・
柏

木
貸
一
五

O
O両
の
う
ち
、
「
此
内
千
両
ハ
内
謹
月
一
歩
ニ
し
て
、
一
一
恩
丈
万
屋
へ
可
渡
極
」
と
、
一

0
0
0両
に
対
す
る
利
子
の
一
一
埋

分
だ
け
は
万
屋
が
受
取
る
と
い
っ
た
内
設
事
も
あ
る
。
「
仕
入
帳
」
で
み
る
と
、
安
政
二
年
ま
で
の
小
倉
役
場
・
三
商
人
か
ら
の
返
却
は

良
い
。
し
か
し
、
安
政
三
年
四
月
以
後
の
大
部
分
に
は
返
済
の
記
入
が
な
く
、
残
金
は
「
二
納
帳
」
或
は
「
御
銀
帳
」
へ
出
す
こ
と
に
な

（川）

っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
返
済
が
先
々
に
延
ば
さ
れ
だ
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
抵
当
は
、
一
ニ
商
人
の
場
合
は
家
屋
敷
又
は
郡
土
蔵
米
、

或
は
玉
江
米
預
り
等
、
主
と
し
て
米
で
あ
る
。
次
に
そ
の
一
例
を
あ
げ
る
。

金
子
借
用
御
蔵
米
引
当
罷
文
之
事

一
金
子
二
千
両
也

為
此
引
当
御
蔵
米
二
千
石

但
、
旅
出
御
印
附

（川）

乙
れ
は
文
久
三
年
四
月
、
柏
木
勘
八
郎
よ
り
丸
屋
幸
右
衛
門
宛
の
諮
文
で
、
請
人
は
行
司
玉
江
彦
右
衛
門
と
な
っ
て
い
る
。

小
倉
役
場
へ
の
貸
金
に
は
抵
当
の
記
載
が
な
い
（
仕
入
帳
）
。
慶
応
元
年
一
一
月
、
小
倉
御
元
方
役
場
二
七

O
O両
の
貸
付
に
対
し
「
米

可
請
取
極
ニ
而
出
金
候
処
、
寅
八
月
一
日
瓦
解
ニ
付
、
其
後
申
立
御
米
百
石
願
受
」
と
あ
り
、
又
明
治
初
期
の
貸
付
に
対
し
米
預
り
が
渡

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
や
は
り
抵
当
は
米
で
あ
っ
た
ろ
う
。

農
・
商
人
へ
の
貸
付
は
嘉
永
六
年
か
ら
が
多
く
な
る
。
千
原
家
の
嘉
永
三
年
の
「
買
物
帳
」
に
「
櫨
実
買
入
覚
」
の
記
載
が
あ
り
、
「
豊

門
中
元
寺
〉

前
中
願
司
櫨
」
の
書
入
れ
が
あ
る
。
又
安
政
二
年
の
分
に
は
弓
削
田
村
俊
兵
衛
よ
り
弓
削
回
櫨
の
購
入
の
記
載
が
あ
る
。
千
原
家
が
櫨
を



扱
い
始
め
た
嘉
永
元
年
、
豊
前
田
川
の
櫨
を
前
貸
で
集
荷
し
始
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
中
元
寺
村
庄
屋
貞
五
郎
に
嘉
永
元
年
一
五
両
の

貸
付
が
み
ら
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
銀
札
貸
付
の
記
載
は
嘉
永
六
1
安
政
三
年
に
多
く
、
四
年
に
一
例
で
、
そ
の
後
は
両
記
載

に
な
っ
て
い
る
。
銀
札
六
貫
八
二
四
匁
を
一

O
O両
と
し
て
い
る
。
安
政
二
年
以
後
「
仕
入
帳
」
に
抵
当
の
記
載
が
な
い
が
、
恐
ら
く
家

屋
敷
・
田
畑
か
米
で
捕
の
抵
当
は
少
な
い
と
思
う
。
こ
れ
は
嘉
永
六
年
「
苅
田
・
猪
の
膝
へ
械
実
引
当
貸
分
、
械
直
段
引
合
候
ハ
h

可
受

取
積
ニ
て
両
人
遣
、
銀
札
三
百
目
相
渡
置
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
櫨
の
相
場
が
不
安
定
で
貸
付
額
に
値
す
る
だ
け
の
楠
実
の
量
の
認

定
が
む
つ
か
し
い
と
い
う
よ
り
は
、
産
物
会
所
の
設
置
が
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
。

農
村
内
へ
の
貸
付
で
圧
倒
的
に
件
数
が
多
い
の
は
田
川
郡
で
、
そ
の
中
で
も
猪
膝
手
永
内
に
多
い
。
田
川
郡
に
次
い
で
仲
津
郡
が
多
い

が
、
文
久
三
年
以
後
上
毛
郡
に
対
す
る
貸
付
額
が
増
え
て
い
る
。
乙
れ
は
字
嶋
・
八
屋
の
商
人
へ
の
貸
付
が
増
え
た
た
め
で
、
万
屋
助
九

郎
の
枠
欣
右
衛
門
・
佐
藤
文
五
郎
・
桝
屋
慎
吉
・
同
慎
六
等
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
京
都
郡
の
慶
応
二
年
の
六

O
O
O両
は
行
事
玉
江

義
平
へ
の
貸
付
で
あ
る
（
第
2
・
3
表
）
。

農
村
へ
の
貸
付
の
対
象
は
大
庄
屋
・
匝
屋
ク
ラ
ス
が
主
で
、

そ
れ
は
個
人
の
借
金
と
い
う
よ
り
は
村
全
体
の
た
め
の
借
用
で
あ
る
。
文

久
三
年
四
月
、

田
川
郡
の
村
々
よ
り
、
田
方
根
付
金
に
差
支
え
た
た
め
月
一
歩
の
利
足
で
七

O
O両
を
草
野
忠
右
衛
門
・
伊
致
屋
儀
七
・

円
由
ち
昌
右
衛
門
〉

千
原
よ
り
借
用
し
て
い
る
。
猪
膝
町
槌
三
郎
は
嘉
永
六
・
七
両
年
で
千
両
の
借
金
を
、
又
大
庄
屋
精
小
左
衛
門
・
添
田
真
兵
衛
は
安
政
五

年
連
名
で
二
八

O
O両
も

ω借
金
を
し
て
い
る
。
大
庄
屋
金
田
小
左
衛
門
と
伊
国
直
右
衛
門
は
同
六
年
に
連
名
で
一
二

O
O両
を
、
更
に

文
久
元
年
上
野
助
右
術
門
も
加
わ
っ
て
三

O
O
O両
を
、
又
金
田
小
左
衛
門
は
同
年
三

0
0
0両
を
、
築
城
郡
で
は
安
政
三
・
四
年
に
椎

田
三
治
・
安
武
市
六
が
両
年
で
九

O
O両
の
借
用
を
し
て
い
る
。
こ
の
頃
の
自
国
金
の
浸
透
と
農
村
内
部
の
荒
廃
が
伺
わ
れ
る
。

農
村
に
お
け
る
日
間
金
の
滞
り
金
が
問
題
に
な
る
の
は
安
政
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
嘉
永
六
年
三
月
大
坂
町
奉
行
よ
り
触
出
さ
れ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
「
他
傾
－
一
両
借
用
不
致
候
市
難
相
叶
義
者
無
余
義
次
第
申
出
、
大
庄
屋
村
役
等
借
用
謹
文
調
印
之
上
筋
奉
行
奥
判
申
受

（

川

）

致
借
方
、
上
御
面
倒
筋
ニ
不
拘
様
返
済
方
実
情
可
取
斗
」
と
の
達
が
出
た
。
安
政
四
年
、

「
今
日
日
田
表
丸
屋
幸
右
衛
門
手
代
弁
小
石
原

小
倉
滞
の
産
物
会
所
と
日
悶
金
（
楠
本
）

一O
五



小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
回
金
（
楠
本
〉

一O
六

又
三
郎
与
申
者
郡
屋
－
一
参
、
俊
平
借
財
之
義
申
出
、
尚
又
拙
者
口
二
郎
有
之
候
謹
文
引
合
呉
候
様
申
出
候
」
と
、
上
弓
削
田
村
庄
屋
福
田

（叩）

俊
平
の
丸
屋
幸
右
衛
門
か
ら
の
借
財
の
清
算
が
始
ま
っ
た
。
金
二

O
O両
を
上
弓
削
田
・
下
弓
削
回
・
河
原
弓
削
悶
・
宮
尾
村
々
の
団
地

代
を
引
当
に
借
用
し
、
一
八

O
両
が
残
っ
て
い
る
。
そ
ζ

で
金
田
手
永
大
庄
屋
金
田
浅
右
衛
門
が
田
地
を
買
取
り
、
そ
れ
で
も
っ
て
清
算

（叩）

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
年
河
原
弓
削
田
村
庄
屋
を
勤
め
て
い
た
真
三
郎
は
日
図
表
等
よ
り
の
借
財
が
嵩
み
、
庄
屋
役
御
取
上
と
な
っ
て

（叫）
い
る
。

五
小
書
藩
の
公
金
借
用

御
貸
付
金
（
公
金
）
は
、
御
用
達
商
人
の
仲
介
で
日
田
郡
代
役
所
よ
り
直
接
藩
に
貸
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
4
表
に
小
倉
藩
が
借

り
た
公
金
を
掲
げ
て
み
た
。
公
金
は
千
原
家
が
御
用
達
に
な
る
以
前
よ
り
借
り
て
い
た
こ
と
が
、
嘉
一
永
五
年
十
二
月
一

O
三
九
両
を
上
納

一
O
O
O両
に
つ
き
三
五
両
の
挨
拶
料
を
も
ら
っ
た
。
乙
の
公

し
て
い
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
千
原
家
は
公
金
を
小
倉
藩
に
紹
介
し
て
、

金
の
小
倉
藩
側
で
の
取
扱
い
の
一
人
が
堤
平
兵
衛
で
あ
っ
た
。
安
政
六
年
十
月
「
小
倉
堤
平
兵
衛
へ
、
御
貸
付
金
義
何
程
い
よ
い
よ
入
用

之
処
申
遣
ス
」
、
文
久
二
年
十
一
月
「
御
貸
付
金
い
る
い
ら
ぬ
事
早
ミ
為
知
候
事
、
堤
平
兵
衛
へ
申
遣
ス
」
と
千
原
家
よ
り
公
金
の
要
・

不
要
を
問
合
せ
て
い
る
。
又
「
御
貸
附
金
当
冬
御
渡
方
相
成
候
節
者
一
寸
当
方
へ
御
為
知
可
被
下
候
、
雑
用
金
其
郡
ぷ
取
立
之
上
飛
脚
差

（叫）

立
さ
せ
候
様
仕
度
」
と
、
堤
平
兵
衛
が
村
々
よ
り
雑
用
金
を
取
立
て
る
と
い
っ
て
い
る
。
乙
の
雑
用
金
と
は
公
金
を
借
入
れ
る
に
必
要
な

（山）

諸
費
用
で
あ
っ
て
、
千
原
家
へ
の
挨
拶
料
三
・
五
Mm、
日
田
役
人
へ
の
挨
拶
料
等
で
、
借
用
村
よ
り
取
立
て
て
い
る
。

公
金
の
借
用
時
期
は
、
だ
い
た
い
十
二
月
の
日
閏
年
貢
銀
の
皆
済
が
終
っ
た
時
点
で
あ
る
。
そ
の
時
余
分
の
日
田
御
役
所
の
金
を
貸
付

け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
「
い
つ
も
御
貸
付
金
新
ニ
御
貸
付
相
成
候
節
者
、
十
二
月
一
ヶ
月
之
利
金
上
納
可
致
事
」
と
、
一
ヶ
月

分
の
利
子
を
差
引
い
て
渡
さ
れ
た
。
貸
出
さ
れ
る
と
す
ぐ
藩
は
仮
誰
文
を
出
す
が
、
日
田
御
役
所
へ
は
仮
設
文
が
出
来
る
ま
で
千
原
家
が

預
り
設
を
出
す
。
返
済
は
逆
に
、
小
倉
藩
よ
り
千
原
家
へ
正
金
が
波
さ
れ
る
と
、
千
原
家
が
そ
れ
を
日
田
御
役
所
へ
納
金
す
る
ま
で
千
原



小
倉
落
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
楠
本
〉

第4表小倉藩の御貸付金拝借一覧

小倉本藩

安政 2.1 I soo両（田川郡村々）
3.12 I 1soo両
4.正 I soo両（仲津郡大橋村〉

切0両（築城郡安武村外1ケ村）

1000両（上毛郡）

5.正 I 1soo両（仲津郡光等村外2ケ村）

6.正｜ 400両（京都郡草野村外3ケ村〉

6.12 I soo両（仲津郡真菰村）
7.正 I 2200両〈仲津郡田中村）
12 I moo両

文久元.12 I 1000両

560両（小児養育荒地起返御手当 仲津郡国作村、天生田村年利
1割8年賦）

2.12 I 3315両3分永124文6分

3.12 I 1432両永121文5分

元治 1 ｜ぬ00両（10ヶ年賦）

慶応 1 I 1389両3歩余（京都郡）

36両1歩余（京都郡、小児養育荒地起返手当）

慶応 2 I 2000両（10ヶ年賦）

3 I 2000両（1ヶ年限）

2000両（村方手当〉

2000両（宿々助成）

千束藩

500両（5ヶ年斌〉

900両（ I/ ) 

103両永181文3分（大川野宿手当、年利1割上毛郡塔田村）

日5両3分永128文7分

118両3分永45文6分

452両2分永227文3分（小児養育荒地起返手当）

219両2分永211文4分（ II 無利足〉

※千原家日記、小倉御用達心得方手控（千原家文書7930）、負債取調御届帳より作成

安政 6.12

万延元.12

文久元.12

o I 2.12 

七｜元治元．冬



小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
楠
本
）

－O八

家
が
預
り
を
出
す
。
納
金
し
て
も
又
そ
の
ま
h

千
原
家
に
貸
渡
さ
れ
る
例
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
千
原
家
の
公
金
預
り
と
な
る
。
文
久
二

年
七
月
に
な
る
と
、
他
藩
の
返
済
分
ま
で
も
千
原
幸
右
衛
門
預
り
書
を
も
っ
て
納
め
る
よ
う
に
言
い
渡
さ
れ
た
。
小
倉
藩
が
差
出
す
本
謹

文
と
は
、
御
貸
附
金
拝
借
統
文
と
御
貸
附
金
拝
借
質
地
殻
文
で
、
村
が
借
り
て
そ
の
村
よ
り
謹
文
を
出
す
形
を
と
っ
て
い
る
。
本
設
文
が

出
来
上
が
る
の
は
仮
設
文
を
出
し
て
一
二
一
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
る
。

小
倉
藩
の
公
金
借
用
も
回
数
が
増
え
額
も
増
加
し
、
村
ミ
の
困
窮
も
更
に
ひ
ど
く
な
る
と
、
千
原
家
へ
返
済
期
間
の
延
期
の
取
持
ち
を

依
頼
し
、
日
田
御
役
所
と
小
倉
藩
の
聞
に
入
っ
て
千
原
家
は
苦
慮
し
た
。
文
久
元
年
二
月
に
「
御
貸
付
金
之
義
先
年
ぷ
之
分
も
一
同
メ
八

（市）

ヶ
年
賦
」
と
な
っ
て
、
小
倉
藩
側
の
喜
び
は
大
き
か
っ
た
。
更
に
同
二
年
「
御
貸
付
金
皆
返
納
の
と
こ
ろ
、
此
度
小
倉
様
御
事
公
儀
上
絡

御
供
何
鰍
御
物
入
多
と
奉
察
候
ニ
付
、
是
迄
之
通
年
割
返
納
で
も
出
来
可
申
様
内
ミ
申
遺
」
と
年
賦
割
が
出
来
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

又
公
金
の
借
り
方
に
日
間
商
人
の
名
義
で
も
っ
て
借
り
た
例
が
あ
る
。
安
政
三
年
、
「
先
度
御
貸
附
五
百
金
田
嶋
村
要
右
衛
門
・
俵
屋

藤
作
両
人
借
用
主
ニ
一
印
、
太
郎
兵
衛
設
人
印
形
仕
置
侠
分
、
利
金
弐
拾
五
両
来
月
十
日
迄
ニ
上
納
仕
候
様
」
と
、
幸
右
衛
門
は
小
倉
郡
方

役
人
松
井
・
安
田
・
土
岐
宛
に
害
状
を
出
し
て
い
る
。
田
嶋
村
要
右
衛
門
は
仲
津
藩
御
用
達
を
務
め
て
い
る
日
田
商
人
で
、
太
郎
兵
衛
は

千
原
藤
右
衛
門
の
こ
と
で
あ
る
（
「
千
原
家
文
書
」
九
九
五
）
。

（凶）

文
久
三
年
、
小
倉
藩
は
台
場
（
紫
川
河
口
の
東
西
・
大
里
・
葛
葉
・
連
戸
・
門
司
）
の
築
立
、
五
月
に
は
党
鐘
借
上
げ
の
触
達
を
出

し
、
党
鐘
ま
で
が
大
砲
弾
丸
に
さ
れ
る
等
長
州
征
伐
を
控
え
て
軍
備
増
強
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
「
口
町
辺
の
裏
へ
台
場
海
手
之
方
へ
出

（叩）

来
候
問
、
毎
日
御
家
老
様
御
才
判
御
出
張
相
成
、
家
中
小
役
人
町
方
人
足
大
造
之
由
也
」
と
、
そ
の
頃
の
模
様
が
千
原
家
に
伝
わ
っ
て
い

る。

ζ

の
よ
う
な
軍
備
費
へ
の
出
費
増
に
対
し
て
小
倉
藩
が
期
待
し
た
の
は
、
千
原
家
の
資
金
を
中
心
と
し
た
日
田
金
と
共
に
公
金
の
借

〈
小
倉
雄
】

用
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
郡
代
が
交
代
し
、
窪
田
治
部
右
衛
門
が
入
部
し
た
。
周
年
四
月
、
「
岡
村
権
兵
衛
様
、
石
川
次
郎
左
衛
門
様
御
出

（

川

）

張
、
御
貸
附
金
二
万
両
御
拝
借
相
成
少
し
も
無
之
旨
被
申
候
処
、
両
町
重
立
候
も
の
へ
御
声
懸
り
ニ
而
出
金
致
ス
」
と
公
金
貸
付
の
金
子

が
無
い
の
で
、
豆
田
・
限
両
町
の
商
人
よ
り
郡
代
の
御
声
懸
り
で
出
金
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
八

O
O
O両
を
両
町
商
人
よ
り
、



四
O
O
O両
を
②
・
⑦
の
公
金
預
り
の
中
よ
り
貸
渡
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
警
の
八

O
O
O両
は

買

議

会

金
子
で
も
っ
て
融
通
し
た
。
「
日
田
・
下
毛
郡
当
亥
御
年
貢
江
戸
御
廻
米
買
替
納
」
の
分
と
し
て
蔵
米
八

0
0
0石
（
但
二
万
俵
）
を
売

渡
す
約
定
で
八

O
O
O両
を
融
通
、
「
買
替
御
米
売
渡
設
文
」
を
堤
平
兵
衛
・
玉
江
彦
右
衛
門
・
柏
木
勘
八
郎
・
森
文
六
・
万
屋
助
九
郎

よ
り
草
野
・
広
瀬
・
丸
屋
・
手
嶋
・
森
・
山
田
半
四
郎
・
同
作
兵
衛
宛
に
出
し
て
い
る
。

し
か
し
同
十
二
月
、
「
御
貸
附
金
之
義
吉
田
様
江
相
伺
候
処
、
諸
家
様
方
当
冬
納
金
延
納
願
出
何
分
御
繰
合
難
被
成
趣
、
当
冬
凡
四
千

両
茂
御
取
立
出
来
候
得
者
、
二
千
両
広
瀬
源
兵
衛
連
名
を
以
御
調
達
申
上
候
口
江
御
引
取
二
千
両
当
冬
御
貸
渡
申
上
候
害
、
左
候
得
者
四

千
両
御
貸
附
出
来
候
訳
ニ
相
成
、
右
之
内
広
瀬
源
兵
衛
・
私
S
御
調
達
申
上
候
二
千
両
日
相
済
候
様
可
相
成
筈
之
慮
、
未
タ
二
千
両
茂
相

納
リ
不
申
侠
」
と
幸
右
衛
門
よ
り
小
倉
藩
の
石
川
次
郎
左
衛
門
へ
宛
て
て
い
る
。
諸
家
様
と
い
う
の
は
対
馬
・
延
岡
藩
等
で
、
ど
乙
の
藩

も
融
通
逼
迫
の
状
態
で
返
金
が
延
納
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
小
倉
藩
へ
の
貸
付
金
の
繰
合
せ
が
出
来
な
い
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
結
局
文

久
四
年
正
月
に
一
万
二

O
O
O両
は
調
達
さ
れ
た
。

同
年
、
郡
代
は
公
金
三

O
O
O両
を
十
ヶ
年
賦
で
小
倉
藩
に
貸
付
け
、
更
に
両
町
・
郡
方
の
者
へ
「
小
倉
軍
用
金
急
場
入
用
差
支
に

付
」
と
五

O
O
O両
、
五

O
O
O両
都
合
一
万
両
の
出
資
を
命
じ
た
。

公
金
が
藩
財
政
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
の
か
、
も
し
く
は
村
で
費
消
し
た
の
か
は
問
題
の
あ
る
と
と
ろ
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
名
目
の

あ
る
御
貸
付
金
は
村
で
、
第
一
・
第
二
長
州
征
伐
前
後
の
公
金
は
恐
ら
く
軍
事
費
に
使
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

万
延
二
年
、
「
大
川
野
宿
手
当
御
貸
附
」
が
千
束
藩
上
毛
郡
塔
田
村
に
利
足
年
一
割
で
も
っ
て
貸
出
さ
れ
た
。
そ
の
時
の
御
貸
付
金
高

は
一

O
O三
両
永
一
八
一
文
三
分
で
、
こ
の
中
九
O
O両
は
五
ヶ
年
賦
、
残
り
の
一

O
三
両
余
が
「
大
川
野
宿
手
当
」
で
、
一
ニ
ケ
年
の
据

置
と
な
っ
て
い
た
。
慶
応
元
年
正
月
同
じ
く
千
束
藩
に
小
児
養
育
・
荒
地
起
返
御
手
当
貸
付
と
し
て
四
五
二
両
二
分
余
、
無
利
足
の
分
二

一
九
両
余
の
貸
付
が
あ
っ
た
。

公
金
の
返
済
は
優
先
さ
れ
た
。
郡
中
へ
の
御
下
札
が
あ
っ
た
場
合
、

「
日
田
拝
借
上
納
分
」
を
除
い
た
上
で
手
永
に
分
け
て
い
る
。

小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
自
国
金
（
楠
本
）

一O
九



小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
楠
本
）

二
O

御
下
札
四
拾
貫
目
相
渡
り
、
右
之
内
拾
三
貫
目
程
日
田
拝
借
上
納
ニ
林
蔵
手
元
へ
相
残
、
残
り
弐
拾
七
貫
目
程
送
り
来
候
付
、
御
一
手

（
叩
）

永
五
メ
目
ツ
h

差
出
可
申
候
之
問
、
惜
成
受
取
人
御
遣
可
被
下
候
、
以
上

（
叩
）

又
慶
応
三
年
に
は
、
「
日
田
表
返
金
之
分
、
御
撫
育
御
積
立
金
之
内
ヲ
以
振
替
貸
渡
シ
候
ロ
ミ
者
、
正
金
上
納
可
被
致
候
」
と
、
日
田

へ
の
返
済
を
撫
育
積
立
金
で
立
替
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
久
四
年
、
小
児
養
育
・
荒
地
起
返
御
手
当
御
貸
附
金
と
し
て
京
都
郡
の
村
々

が
借
用
し
た
一
三
八
九
両
余
、
又
周
年
五
ヶ
年
賦
で
京
都
郡
谷
村
が
借
用
し
た
三
六
両
余
は
、
「
丙
寅
変
動
之
瑚
」
、
つ
ま
り
第
二
次
長

（
叩
）

州
征
伐
後
よ
り
小
倉
藩
の
引
受
け
と
な
っ
て
い
る
。

明
治
の
小
倉
藩
財
政
整
理
で
は
、
元
治
元
年
の
三

O
O
O両
以
降
、
一
万
一

O
O
O両
が
日
田
郡
代
よ
り
の
借
入
れ
と
な
っ
て
支
払
い

が
停
止
し
て
い
る
。
小
倉
藩
の
第
二
次
長
州
征
伐
後
の
藩
政
・
財
政
の
混
乱
が
伺
い
知
れ
る
。

..... 
J、
小
倉
藩
へ
の
貸
金
の
清
算

千
原
家
よ
り
小
倉
藩
へ
の
貸
付
が
、
如
何
に
清
算
さ
れ
た
か
を
見
て
み
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
慶
応
二
年
に
産
物
方
の
清
算
が
行
わ

れ
、
三
商
人
の
借
金
残
高
が
減
っ
て
小
倉
役
場
の
残
高
が
増
し
た
（
第
3
表
）
。

（
叫
）

金
子
借
周
年
割
返
済
註
文
之
事

一
金
五
千
両
也

此
引
当
拙
者
共
三
人
家
屋
敷
引
当
語
文

右
者
産
物
方
仕
入
金
借
用
罷
在
侯
処
、
一
同
御
返
済
出
来
兼
候
ニ
付
、
請
人
を
以
無
利
足
年
割
返
済
御
相
談
申
入
候
処
、
（
略
）
無
利

足
拾
ケ
年
賦
御
納
得
被
下
恭
存
候
、
然
ル
上
者
年
ミ
十
二
月
十
五
日
頃
其
地
へ
差
立
、
急
度
返
済
可
致
候
（
略
）

こ
れ
は
慶
応
二
年
五
月
、
万
屋
助
九
郎
・
堤
平
兵
衛
・
柏
木
勘
八
郎
よ
り
千
原
家
に
宛
て
た
詮
文
で
あ
る
。
三
商
人
の
産
物
方
仕
入
金

の
借
用
残
高
は
五

0
0
0両
で
、
交
渉
の
結
果
無
利
足
十
ヶ
年
賦
と
な
り
、
毎
年
五

O
O両
を
納
め
る
と
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の



五
O
O両
の
返
済
が
思
う
に
ま
か
せ
ず
、
万
屋
助
九
郎
は
一
四
三
両
余
送
っ
て
き
て
残
り
は
堤
平
兵
衛
分
と
い
う
が
、
堤
よ
り
返
金
は
な

い
。
そ
こ
で
小
倉
藩
に
願
出
て
、
「
産
物
方
年
賦
金
堤
平
兵
衛
分
、
今
ニ
仕
向
呉
不
申
候
、
元
来
産
物
方
調
達
金
誰
分
何
程
と
申
仕
訳
無

（
叩
）
之
」
と
、
千
原
家
の
方
で
は
産
物
方
貸
付
金
は
三
商
人
の
共
同
責
任
で
、
誰
が
い
く
ら
と
は
区
別
し
て
い
な
い
と
い
っ
て
い
る
。

産
物
方
廃
止
後
明
治
元
年
ま
で
の
貸
付
は
、
小
倉
役
場
・
三
商
人
共
に
そ
れ
迄
の
貸
付
高
に
比
べ
て
ど
く
僅
か
で
あ
る
（
第
2
表
）
。

乙
れ
に
対
し
、
千
原
家
よ
り
小
倉
藩
に
対
す
る
借
用
が
始
ま
っ
た
。
慶
応
元
年
十
一
月
、
「
万
屋
助
九
郎
・
柏
木
勘
八
郎
江
御
下
ケ
相
成

（
別
）

居
候
金
二
千
両
之
義
（
略
）
何
卒
御
下
渡
被
下
置
候
様
」
と
千
原
家
よ
り
願
出
た
。
更
に

一
金
三
千
両

右
金
拝
借
奉
願
上
候
処
御
貸
渡
被
下
置
、
難
有
惜
請
取
拝
借
仕
候
処
、
実
証
ニ
御
座
候
、
然
上
者
当
月
廿
日
限
御
返
納
可
仕
候
、
依
之

金
子
拝
借
設
文
奉
差
上
置
候
処
、
如
件
千
原
幸
右
衛
門
⑮

小
倉
御
勝
手
方
御
役
所

金
拝
借
仮
詮
文
之
事

一
金
弐
千
両

右
金
拝
借
奉
願
侯
処
御
貸
渡
被
下
置
、
難
有
憶
請
取
拝
借
仕
候
処
、
実
正
ニ
御
座
候
、
追
而
本
讃
文
与
引
替
可
奉
差
上
候
、
依
之
仮
設

文
奉
差
上
侯
処
、
如
件

慶
応
二
寅
九
月

千
原
幸
右
衛
門
＠

小
倉
御
郡
方
御
役
所

と
、
勝
手
方
と
郡
方
よ
り
五

O
O
O両
を
借
用
し
、
三

O
O
O両
は
す
ぐ
に
返
済
し
て
い
る
。

又
「
千
原
家
日
記
」
に
は
米
の
売
買
の
記
載
が
あ
る
。
千
原
家
が
借
用
時
に
抵
当
に
と
っ
た
米
預
り
を
正
金
に
替
え
て
い
る
の
で
あ
る

小
倉
落
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
柄
本
〉



小
倉
稀
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
楠
本
〉

う
か
。

覚

小
倉
行
司
蔵
米
百
八
拾
石

右
蔵
米
売
渡
候
慮
実
正
也
、
此
ノ
上
者
御
入
用
之
節
当
方
江
御
申
出
被
成
次
第
、
小
倉
表
へ
蔵
出
願
出
相
渡
候
様
可
取
斗
候
、
の
而
売

渡
書
付
、
如
件

慶
応
ニ
寅
三
月
十
一
日

⑦ 

ヌ
ス
殿

千
原
家
は
、
日
田
商
人
酢
屋
へ
行
司
蔵
米
を
売
渡
し
て
い
る
。
又
慶
応
三
年
に
は
幕
府
よ
り
小
倉
藩
へ
米
が
下
渡
さ
れ
、
日
田
郡
代
支

（
市
）

配
地
よ
り
米
の
支
給
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
千
原
家
が
売
捌
い
て
い
る
。
同
年
六
月
に
筑
後
に
て
売
払
っ
た
。

筑
後
ニ
而
、
千
石
御
渡
米
売
捌
方
与
次
兵
衛
枠
勝
太
郎
差
置
候
処
、
別
紙
之
適
都
合
先
へ
売
捌
申
候
、
只
今
筑
後
米
受
俵
斗
り
廻
し
候

得
者
、
三
斗
五
升
八
・
九
合
ニ
相
廻
侯
得
共
、
久
留
米
役
入
中
江
肴
料
内
ミ
差
出
、

E
又
当
御
役
所

S
御
差
遣
相
成
候
御
出
役
江
茂
肴

料
内
ミ
差
出
、
内
実
者
斗
り
廻
し
な
し
之
処
相
願
候
問
、
三
斗
五
升
廻
り
ニ
而
御
渡
相
成
、
凡
米
弐
拾
四
・
五
石
ハ
余
慶
之
も
の
出
候

（
出
）

問
、
先
日
当
御
出
役
様
江
金
三
千
疋
差
出
、
此
節
又
ミ
三
千
疋
差
出
申
候
（
略
）

乙
れ
は
千
原
家
よ
り
御
勝
手
方
元
メ
大
石
半
蔵
に
宛
て
た
害
状
で
あ
る
。
米
の
売
捌
相
手
は
久
留
米
山
本
屋
儀
右
衛
円
で
あ
る
。
そ
し

て
、
売
払
っ
た
金
子
は
そ
の
ま
h

小
倉
藩
に
渡
す
ζ

と
な
く
千
原
家
に
留
置
い
て
、
小
倉
藩
へ
の
貸
付
の
清
算
に
使
お
う
と
し
て
い
る
。

久
留
米
S
御
払
米
代
弐
千
金
、
私
方
へ
受
取
御
預
り
奉
申
上
候
、
自
国
銀
主
弁
私
方
へ
御
返
金
之
内
御
立
用
可
仕
候
、
跡
御
返
金
、
何

（
間
）

卒
幸
六
引
取
候
迄
ニ
被
仰
付
候
様
（
略
〉

又
同
年
十
二
月
に
は
、
蔵
米
三

O
O石
と
一

O
O石
を
小
倉
御
元
方
役
所
よ
り
借
用
し
て
い
る
。
と
の
う
ち
一

O
O石
は
「
御
領
内
江

（
叩
）

も
大
小
之
口
有
之
、
御
下
渡
相
成
兼
可
申
ニ
付
、
別
段
拝
借
願
」
っ
た
と
い
う
乙
と
で
あ
り
、
館
内
へ
の
貸
付
残
高
を
名
自
に
蔵
米
一

O



O
石
を
借
り
た
。

翌
四
年
七
月
に
は
「
先
月
下
旬
御
上
納
差
支
必
至
迷
惑
仕
侯
問
、
呑
春
表
へ
罷
出
重
ミ
御
歎
願
申
上
候
処
、
金
六
千
五
百
両
辻
御
拝
借

（
畑
）

被
仰
付
、
小
今
井
助
九
郎
・
柏
木
勘
八
郎
・
玉
江
彦
右
衛
門
三
人
S
為
替
手
形
御
渡
ニ
相
成
、
大
ニ
難
有
奉
存
候
」
と
、
上
納
銀
に
差
支

え
た
千
原
家
は
、
小
今
井
よ
り
金
場
小
平
治
宛
の
為
替
手
形
三
五

O
O両
、
柏
木
よ
り
金
場
宛
一
五

O
O両
、
玉
江
彦
右
衛
門
よ
り
淡
路

屋
正
三
郎
宛
一
五

O
O両
の
為
替
手
形
を
借
用
し
て
い
る
。

明
治
元
年
一
二
月
の
「
小
倉
調
達
金
取
調
書
」
よ
り
小
倉
藩
へ
の
貸
付
残
高
を
見
て
み
る
と
、
慶
応
三
年
一
一
月
段
階
で
、
元
金
一
万

五
O
O両
、
四
O
O
O両
、
九
O
O
O両
（
隈
・
豆
田
銀
主
七
人
で
調
達
分
〉
、
一

O
O
O両
（
慶
応
二
年
調
達
）
、
一
七
五

O
両
（
慶

応
三
年
調
達
）
が
残
っ
て
お
り
、
と
れ
に
対
す
る
利
子
か
ら
千
原
家
が
売
払
っ
た
小
倉
藩
の
米
代
を
引
い
て
残
金
を
出
し
て
い
る
。
と
の

残
金
に
対
し
て
、
「
酢
屋
勘
次
・
勘
三
郎
江
御
払
米
代
立
用
之
分
御
沙
汰
ニ
申
来
候
分
」
と
、
酢
屋
へ
の
払
米
代
で
清
算
す
る
よ
う
に
指

示
し
て
い
る
。
文
元
治
元
年
八
月
、
両
町
商
人
よ
り
調
達
の
五

O
O
O両
ハ
年
利
八
朱
、
五
ヶ
年
賦
、
窪
田
郡
代
奥
書
有
り
〉
、
同
九
月

調
達
五

O
O
O両
ハ
両
町
及
び
白
田
・
玖
珠
・
恰
土
郡
の
者
よ
り
調
達
、
年
利
八
朱
〉
は
、
合
わ
せ
て
六
O
O
O両
が
残
っ
て
い
る
。

小
倉
藩
と
千
原
家
の
貸
借
関
係
が
と
の
後
ど
の
よ
う
に
清
算
さ
れ
た
か
は
、
廃
藩
置
県
後
を
見
な
け
れ
ば
解
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。

ま

と

め

嘉
永
六
年
の
対
外
関
係
の
緊
迫
化
を
契
機
に
軍
備
増
強
に
力
を
入
れ
た
小
倉
藩
は
、
そ
の
財
源
捻
出
の
た
め
、
同
七
年
（
安
政
元
年
〉

よ
り
財
政
改
革
を
行
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
上
方
の
借
銀
滞
り
分
を
二
五

O
年
賦
に
し
、
産
物
会
所
を
設
け
て
領
内
諸
産
物
の
疏
通
統
制

を
行
な
っ
た
。
そ
の
際
、
銀
主
を
日
田
の
千
原
家
と
し
、
産
物
会
所
の
担
い
手
に
小
倉
藩
の
特
権
商
人
万
屋
助
九
郎
・
柏
木
勘
八
郎
・
堤

平
兵
衛
の
三
商
人
を
命
じ
た
。
そ
し
て
、
会
所
仕
法
に
よ
っ
て
領
内
産
物
を
藩
札
で
買
集
め
、
そ
れ
ら
を
販
売
し
て
得
た
正
金
銀
を
藩
の

小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
自
国
金
ハ
楠
本
〉

一一一一一



小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
（
楠
本
）

｝
一
四

財
源
に
入
れ
た
。
千
原
家
は
小
倉
藩
に
、
自
己
資
金
の
み
で
な
く
他
の
日
田
商
人
よ
り
も
出
資
さ
せ
、
又
日
田
郡
代
と
小
倉
藩
の
聞
に
入

っ
て
公
金
の
世
話
も
し
た
。
特
に
長
州
征
伐
前
後
に
多
額
の
公
金
並
び
に
日
田
金
を
世
話
し
た
千
原
家
の
存
在
意
義
は
大
き
い
。

嘉
永
期
に
低
迷
し
て
い
た
千
原
家
の
経
営
は
、
そ
の
後
、
小
倉
藩
に
融
資
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
持
宜
し
、
一
時
的
に
資
産
を
増
加
さ
せ

た
。
又
字
嶋
の
万
屋
も
同
様
で
あ
っ
た
。
乙
の
よ
う
な
小
倉
藩
・
万
屋
・
千
原
家
の
共
存
関
係
も
、
文
久
年
聞
に
は
崩
れ
始
め
た
。
文
久

二
年
小
倉
藩
か
ら
の
呼
出
し
に
千
原
幸
右
衛
門
は
応
じ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
経
緯
上
、
結
果
的
に
は
文
久
年
聞
に
は
千
原

家
は
多
額
の
出
資
を
産
物
方
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
慶
応
元
年
産
物
会
所
の
廃
止
に
伴
な
い
、
小
倉
藩
へ
の
融
資
金
の
滞
り
と
、
大

口
出
資
先
の
な
い
千
原
家
の
経
営
は
悪
化
し
た
。
そ
乙
で
、
小
倉
藩
へ
の
貸
付
金
の
回
収
に
当
っ
て
、
金
子
・
蔵
米
の
借
用
、
米
の
販
売

代
金
の
差
押
え
、
融
通
講
金
の
流
用
等
の
手
段
を
講
じ
た
が
、
元
金
の
残
高
は
一
万
両
を
超
え
て
い
た
。

今
後
明
治
政
府
の
藩
債
処
理
に
つ
い
て
、
又
千
原
家
の
没
落
の
原
因
を
探
る
と
と
が
課
題
で
あ
る
。

〔

注

〕

「
日
田
・
千
原
家
の
経
営
と
そ
の
推
移
」
（
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
二
五
号
）
。

「
御
町
役
人
動
向
御
扶
持
御
役
料
給
料
定
控
」
（
小
林
安
司
氏
所
蔵
文
書
を
九
大
文
学
部
助
教
授
中
村
質
氏
所
蔵
写
真
版
で
見
せ
て
も
ら
っ
た
）
。

「
奥
備
衆
福
帳
」
（
「
千
原
家
文
書
」
三
八
O
）。

「
千
原
家
日
記
」
〈
「
右
同
」
一
二
五
四
二
）
。

（6
）
（
7
〉
「
友
枝
家
文
書
」
二
・
六
・
一
四
。

「
御
国
産
拝
借
年
賦
寅
卯
両
年
上
納
通
」
（
「
友
枝
家
文
書
」
四
九
三
）
。

「
小
今
井
家
文
書
」
（
北
九
州
歴
史
博
物
館
所
蔵
写
真
版
よ
り
〉
。

野
口
喜
久
雄
「
小
倉
藩
に
お
け
る
国
産
政
策
と
御
仕
入
板
場
」
（
『
歴
史
学
・
地
理
学
年
報
』
六
号
）
。
『
田
川
市
史
』
。
万
屋
の
献
金
・
先
納

金
・
両
替
準
備
金
は
乙
の
両
論
文
に
よ
る
。

（
日
〉
「
友
枝
家
文
書
」
一
四
事
氷
五
年
一
二
月
一
一
一
目
。
こ
の
外
、
私
札
を
出
し
た
者
に
、
京
都
郡
行
事
村
玉
江
彦
治
衛
門
・
同
新
屋
半
六
・
仲
津

（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

（

8
）
 

〈

9
）

（叩）



郡
大
橋
村
柏
木
勘
八
郎
が
い
る
。

（
臼
）
前
掲
野
口
一
喜
久
雄
氏
論
文
。

（
臼
）
「
友
枝
家
文
書
」
九
四
事
氷
三
年
二
月
。

〈

U
）
「
友
枝
家
文
書
」
六
嘉
永
四
年
四
月
二
三
目
。

〔
臼
）
「
千
原
家
日
記
」
（
「
千
原
家
文
書
」
一
二
五
三
七
）

（
時
）
安
政
五
年
暮
、
養
子
太
郎
兵
衛
が
藤
右
衛
門
と
改
名
し
て
十
一
代
を
相
続
し
た
が
、
小
倉
藩
に
御
用
達
の
相
続
を
願
出
る
時
に
、
御
用
達
は
弟
郡

右
衛
門
に
、
銀
主
は
藤
右
衛
門
が
務
め
る
と
願
出
た
。
結
局
、
乙
の
分
業
願
は
聞
入
れ
ら
れ
ず
安
政
六
年
三
月
、
藤
右
衛
門
に
御
用
達
相
続
が
仰

付
け
ら
れ
た
。

（
臼
）
（
隠
）
「
永
井
家
文
書
」
一
ム
ハ
。

（
印
）
『
田
川
市
史
』
に
、
武
備
整
備
の
た
め
三

O
O
O両
余
の
御
用
借
が
郡
方
に
申
付
け
ら
れ
、
郡
内
よ
り
は
、

ζ

れ
を
献
金
と
し
て
差
出
し
た
と
あ

る
。
外
に
「
永
井
家
文
書
」
一
六
。

（
初
）
内
膳
は
と
の
年
二
月
二
六
日
、
御
勝
手
方
を
引
受
け
た
。

（
幻
）
「
永
井
家
文
書
」
一
六
。

（
幻
）
森
田
武
「
幕
末
期
に
お
け
る
幕
府
の
財
政
経
済
政
策
と
幕
藩
関
係
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
四
三

O
）。

（
お
）
つ
氷
井
家
文
書
」
一
ム
ハ
嘉
永
六
年
一

O
月
一
七
日
。

（M
）
つ
水
井
家
文
書
」
二
四
一
。

（
お
）
「
友
枝
家
文
書
」
五
。

（
お
）
「
六
角
家
文
書
」
二
の
四
。

（
幻
）
「
永
井
家
文
書
」
二
四
一
。

（
お
）
乙
の
時
の
郡
代
は
御
元
〆
を
兼
帯
し
、
生
蝋
方
御
用
懸
も
引
請
け
て
い
た
。

（
勾
）
上
毛
郡
の
場
合
（
「
友
枝
家
文
書
」
五
）
を
要
約
す
る
と
、
「
一
御
騰
の
鮒
鳥
取
方
相
止
め
、
一
宗
門
御
改
は
五
年
自
に
一
度
、
一
御
定
免
の
年

は
、
小
倉
に
て
御
免
極
め
、
一
一
納
米
御
勘
定
諸
帳
面
仕
立
方
に
付
、
一
御
免
札
御
改
の
義
‘
一
御
用
大
梅
・
渋
柿
・
蕨
・
堅
石
・
蕎
麦
・
文
・
苧

柄
代
納
の
事
、
一
緒
奉
加
の
事
、
一
肥
代
米
等
積
出
の
節
の
運
上
銀
の
事
」
、
と
れ
に
年
貢
の
御
郡
取
立
が
加
わ
っ
て
い
る
。
他
郡
よ
り
の
要
求

も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
（
「
六
角
家
文
書
」
八
七
会
ハ
）
｜
四
参
照
）
0

小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
自
国
金
（
楠
本
）

一
一
五



小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
自
国
金
（
楠
本
）

一一・六

「
友
枝
家
文
書
」
五
嘉
永
七
年
七
月
八
日
。

「
六
角
家
文
書
」
八
七
会
ハ
〉
｜
四
。

「
永
井
家
文
書
」
二
四
一
事
氷
七
年
七
月
九
日
。

「
友
枝
家
文
書
」
五
嘉
一
七
年
七
月
二
三
目
。
五
月
に
は
御
下
台
所
入
用
取
立
の
大
梅
・
文
納
方
の
内
減
が
仰
渡
さ
れ
た
。

〈
お
）
〈
鉛
）
（
柄
引
）
「
永
井
家
文
書
」
二
四
一
一
。

「
永
井
家
文
書
」
二
回
一
嘉
永
七
年
八
月
一
目
。
「
友
枝
家
文
書
」
五
同
年
七
月
二
九
日
の
条
に
は
、
「
御
郡
中
無
酒
賄
八
分
、
音
信
贈
答

一
切
不
相
成
」
の
記
載
が
あ
る
。

（
ω）
「
永
井
家
文
書
」
二
四
一
嘉
永
七
年
八
月
五
日
。

（
川
叫
〉
安
政
三
年
七
月
二
五
日
の
条
に
、
「
納
米
之
義
当
年
者
先
田
川
郡
斗
御
元
〆
取
立
、
其
余
五
郡
者
昨
年
通
、
地
方
取
立
可
致
旨
御
沙
汰
有
之
」
と

主
山
ヲ
句
。

（
4
）
安
政
二
年
七
月
以
降
、
嶋
村
志
津
摩
と
共
に
勝
手
方
を
引
請
け
て
い
た
（
「
六
角
家
文
書
」
二
｜
五
）
。

（
必
）
（
必
）
「
永
井
家
文
書
」
二
四
四
安
政
四
年
五
月
二
日
・
同
間
五
月
一
六
日
。

（
川
崎
）
嘉
永
七
年
一

O
月
八
日
、
「
当
夏
御
用
借
金
」
一

O
五
七
両
仲
津
郡
よ
り
取
立
（
「
永
井
家
文
書
」
二
四
一
〉
。
安
政
二
年
一

O
月
二
六
日
、
「
当

年
も
去
寅
年
之
通
先
納
金
十
一
月
限
先
納
ニ
相
成
侯
様
致
度
」
、
同
年
一
一
且
一
七
日
、
「
江
戸
表
大
地
震
ニ
付
献
金
」
（
つ
水
井
家
文
書
」
二

四
二
〉
。

（
必
）
事
氷
七
年
四
月
に
は
手
代
役
の
御
免
、
六
月
に
は
検
見
定
役
・
炭
方
役
・
郡
方
吟
味
役
・
作
事
場
所
改
役
・
夫
遺
役
・
集
銀
人
の
人
減
が
行
わ
れ

て
い
る
。

「
元
豊
津
県
財
政
に
関
ス
ル
書
類
ご

（ぬ）
〈但）
〈招）

（
間
山
）

（

斜

）
〈叩叫）

（必）
（灯）

〈
九
州
文
化
史
研
究
所
所
蔵
B
｜
五
｜
二
六
〉
。

江
戸
飯
島
喜
左
衛
門

森
川
五
郎
右
衛
門

同海
禅
寺

三
村
清
右
衛
門

無
利
足
三

O
年
賦

同

五

O
年
賦

同

一

O
O年
賦

同

三

五

年

賦

五
O
年
賦

元
金
四
四
五
八
両

同

三

O
六
一
両

同
四
四
二
四
両

同
二
九
三
両
三
歩

同
一
万
三
二
二
一
両

弘
化
年
よ
り
支
払
中

同天
保
一

O
年
よ
り
支
払
中

嘉
永
五
年
よ
り
支
払
中

嘉
永
六
年
よ
り
支
払
中



（柏崎）
〈鈎）
（印）
〈瓜〉

〈

回

）

（

回

）

〈
口
出
）

（邸〉

（
田
山
）

〈町〉

（

弱

）

〈印）
〈印）
〈倒）
〈臼〉

（

臼

）

（伍）

（

邸

）

（

mw）
 

（句）
（印）

（

初

）

〈

n）
（沼）

「
六
角
家
文
書
」
七
O
l三。

「
友
枝
家
文
書
」
ニ

O
三
O
安
政
二
年
五
月
一
七
日
。

「
六
角
家
文
書
」
一
一
｜
四
、
「
友
枝
家
文
書
」
五
、
「
永
井
家
文
書
」
二
四
一
。

「
永
井
家
文
書
」
二
四
一
嘉
永
七
年
六
月
一
目
。

「
六
角
家
文
書
」
九
｜
一
九
嘉
永
七
年
五
月
、
「
友
枝
家
文
書
」
五
同
七
月
。

前
掲
野
口
喜
久
雄
氏
論
文
。

「
井
本
家
文
書
」
（
福
岡
県
文
化
会
館
所
蔵
フ
ィ
ル
ム
よ
り
）
。

「
永
井
家
文
書
」
一
四
。

勘
八
郎
は
慶
長
四
年
段
階
で
は
酒
屋
を
し
て
い
る
。
勘
七
は
七
人
扶
持
を
頂
戴
し
て
い
た
。

森
貞
右
衛
門
と
同
－
人
物
で
、
御
用
板
場
を
引
受
け
て
い
る
。
田
川
郡
惣
代
は
恐
ら
く
金
田
四
郎
兵
衛
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
永
井
家
文
書
」
一
四
嘉
永
四
年
一
二
月
六
日
。

前
掲
野
口
喜
久
雄
氏
論
文
。

「
永
井
家
文
沓
」
一
五
。

「
六
角
家
文
書
」
九
一
六
。

前
掲
野
口
喜
久
雄
氏
論
文
。

（
倒
）
「
六
角
家
文
書
」
七
O
i三。

「
友
枝
家
文
書
」
一
回
。

前
掲
野
口
喜
久
雄
氏
論
文
。

つ
氷
井
家
文
書
」
一
五
。

「
永
井
家
文
書
」
一
六
事
氷
六
年
正
月
二
＝
百
。

「
六
角
家
文
書
」
一
一
｜
三
。

「
六
角
家
文
書
」
一
一
｜
一
一
七
。

「
六
角
家
文
書
」
八
七
（
六
）

l
六
回
。

「
六
角
家
文
書
」
二
｜
四
。
野
口
喜
久
雄
氏
は
嘉
永
四
年
以
降
、
同
一
の
仕
法
が
存
続
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
嘉
一
四
年
よ
り
の
分
は
、

小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
〈
楠
本
〉

七



小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
ハ
楠
本
）

一
一
八

田
川
・
仲
津
両
郡
に
お
い
て
務
営
の
御
用
板
場
の
経
営
が
始
ま
っ
た
の
み
で
、
全
体
的
な
産
物
の
規
制
は
事
氷
七
年
に
始
ま
っ
た
。

（
犯
）
前
掲
「
負
債
取
調
子
御
届
帳
」
。

（
刊
）
「
小
今
井
家
文
書
」
。

（
お
）
「
千
原
家
文
書
」
九
九
五
。

（
符
）
「
千
原
家
日
記
」
（
「
千
原
家
文
書
」
一
二
五
三
七
〉
、
以
後
出
典
の
な
い
も
の
は
、
千
原
家
の
「
日
記
」
か
ら
で
あ
る
。

（
行
）
「
友
枝
家
文
書
」
五
塞
永
七
年
一
一
月
一
一
一
一
目
。

（
符
）
「
永
井
家
文
書
」
二
四
一
嘉
永
七
年
八

R
二
七
日
。

〈
拘
）
「
六
角
家
文
書
」
九
｜
一
二
。

（
剖
）
「
六
角
家
文
書
」
九
｜
ニ

O
安
政
二
年
六
月
。

（
創
）
「
友
枝
家
文
書
」
一
三
安
政
三
年
五
月
一
回
目
。

ハ
位
）
「
永
井
家
文
書
」
二
四
一
嘉
永
七
年
八
月
八
日
。

〈
回
）
「
六
角
家
文
書
」
九
l
一
二
。

（
叫
）
つ
氷
井
家
文
書
」
二
四
二
安
政
二
年
正
月
、
同
三
月
九
日
。

（
邸
）
「
六
角
家
文
書
」
一
一
｜
四
嘉
永
七
年
一
二
月
一
九
日
。

（M
W
）
つ
氷
井
家
文
書
」
二
四
二
。

（
釘
）
『
近
世
大
坂
の
物
価
と
利
子
』
（
大
坂
大
学
近
世
物
価
史
研
究
会
）
。

〈
朗
）
「
六
角
家
文
書
」
九
｜
ニ
ニ
安
政
五
年
八
月
。
入
札
願
の
打
診
は
安
政
四
年
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
（
「
六
角
家
文
書
」
ニ

l
六
）
。

〈
鈎
）
前
掲
野
口
喜
久
雄
氏
論
文
。

（
叩
）
「
永
井
家
文
書
」
二
四
一
。

〈
侃
）
「
六
角
家
文
書
」
一
一
｜
四
。

（
但
）
「
永
井
家
文
書
」
二
四
ニ
。

（
回
〉
「
六
角
家
文
書
」
一
一

l
五。

（
山
田
）
「
六
角
家
文
書
」
九
｜
一
一

O
。

（
伺
〉
「
永
井
家
文
書
」
二
四
ニ
安
政
二
年
一
二
月
一
七
日
。



（
伺
）
「
友
枝
家
文
書
」
一
一
ニ
。

（
町
〉
「
永
井
家
文
書
」
二
四
五
。

〈mm
）
つ
水
井
家
文
書
」
二
四
五
安
政
五
年
一
二
月
三
目
。

（
叩
）
「
六
角
家
文
書
」
二

O
l
一
九
｜
一
四
安
政
四
年
七
月
二
三
目
。
安
政
五
年
九
月
、
散
米
一

O
O
O石
が
御
元
方
よ
り
買
付
け
ら
れ
て
い
る
。

（
削
）
「
永
井
家
文
書
」
一
三
万
延
元
年
一
一
月
一
回
目
。

〈
肌
）
「
永
井
家
文
書
」
二
四
六
万
延
二
年
二
月
一
一
目
。

（
問
）
（
附
）
（
削
）
「
永
井
家
文
書
」
二
四
七
。

（
附
）
「
永
井
家
文
書
」
二
四
八
文
久
四
年
二
月
一
一
一
目
。

〈
附
）
「
六
角
家
文
書
」
一
一
｜
六
安
政
四
年
三
月
五
日
。
「
同
文
書
」
二

O
｜
一
九
｜
一
四
同
年
八
月
五
日
。

〈
附
〉
「
永
井
家
文
書
」
二
四
四
安
政
四
年
四
月
四
日
。

〈
川
）
「
永
井
家
文
書
」
二
四
四
。

〈
削
）
「
六
角
家
文
書
」
一
一

l
五。

〈
山
）
「
永
井
家
文
書
」
二
四
一
。

（
m）
「
永
井
家
文
書
」
一
三
万
延
元
年
一

O
月。

〈
山
）
「
永
井
家
文
書
」
一
三
安
政
七
年
三
月
二
一
目
。
安
政
五
年
四
月
、
早
稲
の
新
種
「
占
城
稲
」
の
試
作
が
行
わ
れ
て
い
る
（
同
文
書
二
四
五
）
。

〈
旧
）
「
友
枝
家
文
書
」
二

O
三
四
慶
応
二
年
四
月
一
三
目
。

〈
山
）
「
永
井
家
文
書
」
二
四
九
元
治
二
年
九
月
四
日
。

〈
旧
）
「
永
井
家
文
書
」
二
四
九
元
治
二
年
一
二
月
一
五
日
。

〈
川
）
前
掲
野
口
喜
久
雄
氏
論
文
。

〈
川
）
「
店
卸
帳
」
で
は
、
安
政
期
か
ら
慶
応
二
年
ま
で
は
純
益
が
で
て
、
経
営
内
容
が
大
変
良
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
内
容
を
よ
く
み
る
と
、

安
政
三
年
四
月
以
降
藩
へ
の
融
資
金
の
返
済
の
遅
延
、
も
し
く
は
領
内
農
・
商
人
へ
の
資
付
金
の
滞
納
が
み
ら
れ
る
。
乙
の
段
階
で
は
未
返
済
の

貸
付
も
「
店
卸
帳
」
の
貸
付
の
項
に
入
っ
て
お
り
、
資
産
の
一
部
に
計
上
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
滞
納
部
分
が
整
理
さ
れ
る
の
は
慶
応
二
年
以
降
の

と
と
で
あ
り
、
慶
応
三
年
の
「
店
卸
帳
」
で
極
端
な
赤
字
が
出
て
い
る
の
は
、
滞
り
金
の
整
理
も
一
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
千
原
家
文
書
」
九
九
五
。

〈川）

小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
ハ
楠
本
）

二
九



小
倉
藩
の
産
物
会
防
と
日
田
金
ハ
檎
本
》

一二

O

ハ凹〉

〈

m）
〈

m）
〈

m）
〈

悶

）

〈

別

）

「
永
井
家
文
書
」
一
六
。

「
六
角
家
文
書
」
ニ

0
1
一
九
｜
一
四
安
政
四
年
六
月
八
日
。

「
六
角
家
文
書
」
五
七
1
＝一。

「
六
角
家
文
書
」
ニ

O
l
一
九
l
一
四
安
政
四
年
六
月
一
九
日
。

「
永
井
家
文
書
」
一
一
二
五
回
。

文
久
元
年
、
京
都
・
仲
津
両
郡
が
三

O
O
O両
の
拝
借
を
申
入
れ
た
時
、
日
田
郡
代
役
所
の
元
〆
二
人
に
ニ

O
O疋
宛
、
懸
り
役
二
人
に
一

0
0

疋
宛
を
渡
し
て
い
る
。

ζ
れ
ら
諸
経
費
も
雑
用
金
と
し
て
村
々
か
ら
取
立
て
ら
れ
た
も
の
と
思
う
。

「
永
井
家
文
書
」
三
一
四
O
。

『
閏
川
市
史
』
。

「
千
原
家
日
記
」
文
久
三
年
三
月
二
三
目
。

「
千
原
家
文
書
」
七
九
三

O
。

「
永
井
家
文
書
」
二
四
六
万
延
元
年
一
一
月
一
五
日
。

「
永
井
家
文
書
」
一
七
。

前
掲
「
負
債
取
調
子
御
届
下
帳
」
。

（
問
）
（
胤
）
「
千
原
家
文
書
」
九
九
五
。

「
千
原
家
日
記
」
の
慶
応
三
年
七
月
一
八
日
の
条
に
「
A
倉
へ
従
公
義
御
下
渡
米
」
と
あ
り
、
同
二
年
正
月
一
三
日
の
条
に
、

四
日
市
附
－
一
而
御
買
上
之
義
、
小
倉
役
方
・
8
御
頼
越
」
と
あ
る
。

（
郎
）
（
瑚
）
「
千
原
家
文
書
」
九
九
五
。

万
屋
は
慶
応
元
年
に
改
姓
し
て
小
今
井
を
名
乗
っ
て
い
る
。

「
千
原
家
文
書
」
一
二
三
九

〈

悶

〉

〈

m）
〈

m）
ハ
m）
ハ凶）

〈

m〉
ハ

m）
〈

m）
〈

悶

〉

「
小
倉
へ
被
下
米

ハ叩帥〉
ハ
瑚
〉

〈
川
刷
）な

お
、
「
千
原
家
文
書
」
・
「
六
角
家
文
書
」
・
「
永
井
家
文
書
」
・
「
友
枝
家
文
書
」
は
、
九
州
大
学
文
学
部
九
州
文
化
史
研
究
施
設
所
蔵
で
あ
る
。

ま
た
本
稿
の
作
成
に
当
つ
て
は
、
九
州
大
学
文
学
部
九
州
文
化
史
研
究
施
設
教
授
藤
野
保
先
生
、
同
教
養
部
教
授
野
口
喜
久
雄
先
生
よ
り
御
助
言
を
賜
わ

っ
た
。
乙
乙
に
記
し
て
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。


